
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業認定申請の手引き 

（第３版）(案) 

 

 
 

 

 

 

令和６年〇月 

国土交通省不動産・建設経済局総務課 

 



      

 
  

はじめに 

 

土地収用法（以下「法」という。）は、憲法第 29 条第３項に「公共のために用いるこ

と」及び「正当な補償を行うこと」を前提に私有財産を収用できることが規定されている

ことを受け、一定の公共事業の遂行のため必要な土地1を収用2するための要件、手続、効

果、損失の補償等について定め、公共の利益の増進と私有財産との調整を図る法律です。 

法の骨格としては、憲法第 29 条第３項にいう「公共のために用いること」を担保する

手続として事業認定手続を定めるとともに、「正当な補償を行うこと」を担保する手続と

して収用裁決手続を定め、事業認定手続により公益性の認められた事業について、収用裁

決手続により正当な補償額等を決定し、当該事業に必要な土地を収用するという２段階の

構成がとられています。 

上記の法の趣旨に鑑みれば事業認定手続、収用裁決手続の双方とも的確な運用が必要な

ことは言うまでもありませんが、一方で前段の手続となる事業認定手続について一部の起

業者の中に「使えない」・「使いづらい」といった認識があることによって、必ずしも土地

収用制度の十分な活用が図られていないとの指摘があるところです。 

社会資本整備に当たってはストック効果を最大化することが重要ですが、任意協議の必

要以上の長期化は好ましいものではなく、必要に応じて土地収用制度を活用していくこと

が、社会資本の早期のストック効果の発現にあたり有効な場合もあります。また、相続登

記未了等により発生する多数共有地の場合などには、土地収用制度や所有者不明土地管理

制度の活用が結果的に迅速な用地取得に繋がることもあります3。 

本手引きは事業認定申請書に記載する収用の必要性の説明において小規模事業や地方公

共団体事業にも活用できる事項をきめ細かく示すとともに、事業認定申請書、添付書類等

についての作成上の留意点や参考となる事例を紹介したものとなっています。本手引きが

土地収用制度の計画的な活用に寄与すれば幸いです。 

 

  

 
1 土地のほか、権利、土地に定着する物件及び土石砂れきについても法により収用が可能である（法第５条～第

７条）。 
2 本手引きにおいては、特段使い分けて説明する必要性がない限り収用と使用をあわせて単に「収用」と記述す

る。 
3 所有者不明土地については、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により所有者探索の合理

化、収用裁決手続の合理化が措置されており、それらと本手引きによる事業認定の円滑化があわさることで、所

有者不明土地の円滑な利用を後押しするものである。 
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【Ｑ＆Ａ 一覧】 
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Q.Ⅱ-1 事業認定庁は、どのようなことについて相談を受け付けていますか？  

Q.Ⅱ-2 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業で事業認定を受けることはできますか？ 

Q.Ⅱ-3 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業について、通常は事業用地の確保は無償譲渡で

すが、緊急性等のため有償での取得を考えています。その場合、収用手続を活用す

ることは可能ですか？ 

Q.Ⅱ-4 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業について事業認定の申請を検討していますが、

事業の公益性等の説明方法が分かりません。 

Q.Ⅱ-5 急傾斜地崩壊防止施設に係る事業認定の事例はありますか？ 

Ⅲ．事前説明会 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 6 

Q.Ⅲ-1 事前説明会の開催に適した時期はいつですか？ 

Q.Ⅲ-2 事前説明会で説明した内容と事業認定申請の内容が異なる場合は必ず事前説明会

を開催し直さなければならないのですか？ 

Q.Ⅲ-3 事前説明会の開催に際し、留意すべき点はありますか？ 

Q.Ⅲ-4 事前説明会の開催に際し、どのような新聞に公告するのがよいですか？ 

Q.Ⅲ-5 新聞公告はどのように行うのですか？ 

Q.Ⅲ-6 事前説明会の開始時刻になっても出席者が０名であった場合、どうすればよいで

すか？ 

 

Ⅳ．事業認定の申請･･･････････････････････････････････････････････････････････････9 

Q.Ⅳ-1 事業認定等の適期申請ルールは、用地取得率 80％となった時又は用地幅杭の打設

から３年を経た時に達するまで収用手続に移行できないという意味ですか？ 

Q.Ⅳ-2 未事業化の区間を全体計画区間の範囲に含めることはできますか？ 

Q.Ⅳ-3 「起業者内部の事業単位の取扱いと同じでなければならないわけではありませ

ん」とありますが、具体的にはどのようなケースが想定されますか？ 

Q.Ⅳ-4 事業の公益性を説明できる単位である全体計画区間を申請単位とすると、大規模

事業において起業者の負担が過大になるのではありませんか？ 

Q.Ⅳ-5 一部の区間について用地取得が全て完了している場合で起業地縮小する際、どの

ような点について留意する必要がありますか？ 

Q.Ⅳ-6 工区単位等相互の用地取得のスケジュールに大きな差がある事業で起業地縮小す

る際、どのような点について留意する必要がありますか？ 

Q.Ⅳ-7 用地取得のスケジュール差による起業地縮小にて事業認定申請を行った後、残区

間（先の申請で起業地縮小され起業地区間外とされた区間）の申請を行う場合に留

意すべきことはありますか？ 

Q.Ⅳ-8 起業地縮小する場合は、起業地区間の延長に制限（何 km以上）はありますか？ 



      

 
 

Q.Ⅳ-9 交差点改良事業、工区を分けて段階的に実施している現道の拡幅事業、短距離の

未整備区間が残っている堤防整備事業の全体計画区間の取り方がわからないのです

が、具体的にどのような範囲とすればよいのですか？ 

Q.Ⅳ-10 アクセス道路などで起業者が複数となり、それぞれの事業の事業認定庁が異な

る場合は、事業認定申請にあたり、起業者間・事業認定庁間の連携が必要ではない

ですか？ 

Q.Ⅳ-11 共同申請を行う際に、複数の事業が一体不可分の関係である旨を説明できなけ

れば、共同申請を行うことはできないのですか？ 

Q.Ⅳ-12 複数の起業者で一つの公益性（整備効果）を発揮するような場合であって、一

方の起業者がすべて用地取得となった場合、共同申請と単独申請のどちらで申請す

るのですか？  

Q.Ⅳ-13 同一の土地について、住居表示等の行政単位の字と不動産表示の字のいずれも

がある場合は、どちらを用いるべきですか？ 

Q.Ⅳ-14 関連事業の経費を本体事業と切り分けられない場合はどうしたらよいですか？ 

Q.Ⅳ-15 本線道路にあわせて道路法に基づかない側道（いわゆるサービス道路）も本線

道路と一体となって計画されている場合、事業計画表示図においてサービス道路の

事業計画線を表示してもよいですか？ 

Q.Ⅳ-16 申請する事業について、既に管理者から法４条地の使用を認められている場合

でも改めて意見書が必要になるのですか？ 

Q.Ⅳ-17 意見照会をしたが何の返答もない場合はどのようにしたらよいですか？ 

Q.Ⅳ-18 事業認定を受けるなど法の適用対象事業となれば制限が当然に適用除外となる

ものや届出をすれば制限が解除されるものに関しても意見書は必要ですか？ 

Q.Ⅳ-19 事業の供用に当たって道路の占用の許可や河川区域内の土地の占用の許可が必

要となる場合に、事業認定申請時においてこれら許可等に関しても当該許可権者か

らの意見書が必要ですか？ 

Q.Ⅳ-20 既に行政機関より許可、承認等を得ているときにも改めて意見書が必要になる

のですか？ 

Q.Ⅳ-21 法４条地と法令制限地が重複する場合、別途意見照会をしなければなりません

か？ 

Q.Ⅳ-22 事業認定申請を電子申請で行うことは可能ですか？ 
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Q.Ⅴ-1（共通）一般に公表されている資料等もすべて参考資料として準備する必要がある

のですか？ 

Q.Ⅴ-2（道路）法第３条第１号の道路事業について、道路区域の決定がなければ事業認定

は受けられないのですか？ 

Q.Ⅴ-3（関連）従前施設の機能や構造が法令の最低基準に合致していない場合でも、その

機能を維持する範囲内にとどめる必要があるのですか？ 



      

 
 

Q.Ⅴ-4（関連）ダム事業の施行に伴い必要が生じた道路の付替工事について、従前の機能

の維持を超えた規格で整備したい場合、どうしたらよいですか？ 

Q.Ⅴ-5（関連）本体事業が任意で用地取得を完了しており、関連事業施行地内に収用地が

残っている場合に、関連事業として単独で事業認定申請を行うことは可能ですか？ 

Q.Ⅴ-6（附帯）附帯事業とは、どのような事業が該当しますか？ 

Q.Ⅴ-7（附帯）本体事業を施行するにあたり必要となる一時使用地（擁壁設置に伴う掘削

工事、橋梁設置に伴う足場工事等）は、附帯事業に該当しますか？ 

Q.Ⅴ-8（附帯）本体事業が任意で用地取得を完了しており、附帯事業施行地内に収用地が

残っている場合に附帯事業として単独で事業認定申請を行うことは可能ですか？ 

Q.Ⅴ-9（道路）都道府県が指定区間外の国道の新設又は改築をしようとする場合、道路法

第 74 条の認可が必要とされていますが、補助金等の交付決定をもって本条の認可

に代えている場合にはどのような書類を添付すればよいですか？ 

Q.Ⅴ-10（共通）事業に必要な予算等が講じられていることを説明する資料は参考資料に

何年分添付すればよいですか？ 

Q.Ⅴ-11（道路・河川）道路構造令や河川管理施設等構造令に合致していなければ事業認

定は認められないのですか？ 

Q.Ⅴ-12（道路・河川）道路構造令や河川管理施設等構造令の特例値又は標準値から特例

値の間にあるような値（以下「特例値等」という。）を採用する場合や規定値をラ

ンクアップする場合には、どのような説明をすればよいですか？ 

Q.Ⅴ-13（道路）暫定２車線の道路として事業を実施していますが、将来的に４車線とする計画

がある場合に、４車線分の用地を起業地として事業認定申請することはできますか？ 

Q.Ⅴ-14（道路）都市計画において設置位置が定められている道路附属物（換気塔等）を

設置したい場合、必要性や設置位置の妥当性等の説明をどのように行えばよいです

か？ 

Q.Ⅴ-15（道路）都市計画において幅員が定められている道路を整備したい場合、当該道

路の計画幅員は、都市計画決定されていることを根拠として説明することで足りま

すか？ 

Q.Ⅴ-16（道路）非常駐車帯を設置したいのですが、都市計画において設置位置が定めら

れていません。このような場合、必要性や設置位置の妥当性をどのように説明すれ

ばよいですか？ 

Q.Ⅴ-17（道路）パーキングエリア等の休憩施設を設置したい場合、必要性や設置位置の

妥当性等の説明をどのように行えばよいですか？ 

Q.Ⅴ-18（道路）除雪車待避所を設置したいのですが、道路構造令等には規定がありませ

ん。このような場合、必要性や設置位置の妥当性をどのように説明すればよいです

か？ 

Q.Ⅴ-19（共通）事業認定申請を予定している事業の構造に影響を及ぼす他事業の事業計

画があり、その事業計画を考慮した構造で申請する場合、どのような説明が必要に

なりますか？ 



      

 
 

Q.Ⅴ-20（道路）事業計画の諸元について、横断勾配や排水計画各構造はどのような説明

を行えばよいですか？ 

Q.Ⅴ-21（道路）本線シフトを伴う交差点が複数近接しており、走行性及び安全性を確保

するために中央帯幅員を広く設ける場合はどのような説明が必要ですか？ 

Q.Ⅴ-22（共通）得られる公共の利益の説明にあたり、事業評価の際の説明資料、都市計

画決定時の資料などの既存資料やデータを活用することはできますか？ 

Q.Ⅴ-23（共通）規模の小さい事業でも事業認定を受けられますか？ 

Q.Ⅴ-24（道路）計画交通量はいつ時点のものを用いるのですか？ 

Q.Ⅴ-25（道路）最大渋滞長・最大通過時間はどのように調査すればよいですか？ 

Q.Ⅴ-26（道路）交差点改良時点における現道のあい路として、渋滞長・通過時間を説明

する場合にはどれくらい混雑が発生していることが必要ですか？ 

Q.Ⅴ-27（道路）全国道路・街路交通情勢調査における一般交通量調査の調査地点となっ

ていないなどの理由から、独自で混雑度を調査する場合、調査日はいつでもよいで

すか？ 

Q.Ⅴ-28（道路）道路構造令では、歩道等の設置について各側（両側）に設けると規定さ

れていますが、片側歩道の設置は認められないのですか？ 

Q.Ⅴ-29（道路）局部的な線形改良事業や道路拡幅事業を行う場合の公益性の説明はどの

ように行えばよいですか？ 

Q.Ⅴ-30（道路）高規格道路等の整備とあわせて一般国道等にアクセスするための「アク

セス道路」については、高規格道路等の公益性を発揮するために必須の事業となる

ため、アクセス道路に残件がある場合、高規格道路等と同時に事業認定申請を行う

こととされていますが、アクセス道路単体での公益性の説明が難しい場合に、どの

ような説明方法が考えられますか？ 

Q.Ⅴ-31（河川）激甚な水害の再発防止のために洪水防御計画に位置づけられた事業のう

ち、暫定形状での事業を行う場合には洪水防御計画を変更しないと事業認定は受け

られないのですか？ 

Q.Ⅴ-32（河川）河川整備基本方針は策定済みであるが河川整備計画については未だ策定

されていない場合（策定中の場合）には、事業認定は受けられないのですか？ 

Q.Ⅴ-33（砂防）砂防事業を行う場合、何に基づいて公益性を説明すればよいですか？ 

Q.Ⅴ-34（砂防）砂防設備の位置選定の比較方法が分かりません。 

Q.Ⅴ-35（砂防）砂防事業を行う場合の全体計画の範囲や起業地縮小の方法が分かりませ

ん。 

Q.Ⅴ-36（共通）影響がない又は軽微として説明できるのは、騒音が環境基準等を満足す

る場合など特段の措置を講ずる必要がない場合のみですか？ 

Q.Ⅴ-37（共通）大気質、騒音等について既に環境基準等を超えている場合、事業の施行

に当たって対策を講じても環境基準等を満足しないような場合にはどのような説明

を行えばよいですか？ 



      

 
 

Q.Ⅴ-38（共通）環境影響評価法等の対象事業でない場合には、どのような工夫が考えら

れますか？ 

Q.Ⅴ-39（共通）影響がない又は軽微として説明できるのは、周辺に同様の生息環境が広

く残される場合など特段の措置を講ずる必要がない場合のみですか？ 

Q.Ⅴ-40（共通）環境影響評価法等の対象事業でない場合には、どのような工夫が考えら

れますか？ 

Q.Ⅴ-41（共通）代替案は観念的には無限に存在し、どこまで検討する必要があります

か？ 

Q.Ⅴ-42（共通）都市計画決定時に代替案の検討がされているものも、再度事業認定のた

めに検討する必要があるのですか？ 

Q.Ⅴ-43（共通）事業計画と都市計画との間に不整合箇所がある場合、直ちに都市計画の

変更を行わなくても事業認定は受けられるのですか？ 

Q.Ⅴ-44（道路）一時使用地が必要な場合は、どのような説明が必要ですか？ 

Q.Ⅴ-45（道路）トンネル坑口部の収用と使用の判断については、どのような説明が必要

ですか？ 

 

Ⅵ．事業認定の効力の期限･･･････････････････････････････････････････････････････ 39 

Q.Ⅵ-1 手続保留制度は工区割り等をして用地取得を段階的に行う場合しか活用できませ

んか？ 

Q.Ⅵ-2 手続開始の申立ては、手続保留された土地の全部を一度に行う必要があるのです

か？ 

Q.Ⅵ-3 事業の認定は告示日から効力を生じますが、事業の認定の効力にはどのようなも

のがありますか？ 

 

Ⅶ．事業認定後の手続について･･････････････････････････････････････････････････40 

Q.Ⅶ-1 事業の認定の告示があった際に、補償等についてはどのように周知措置を講ずる

のですか？ 

Q.Ⅶ-2 事業の廃止又は変更についての周辺への周知措置はどのようにするのですか？ 
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Ⅰ．土地収用制度の概要 

 

事前説明会の開催（起業者） 

 

 

事業認定の申請 

 

申請書の公告・縦覧（起業地の存する市町村で２週間） 

 

公聴会の開催（事業認定庁が主催）             審査（事業認定庁） 

 

第三者機関の意見聴取（事業認定庁→第三者機関） 

 

事業認定の告示（事業認定庁） 

 

 

土地調書・物件調書の作成（起業者） 

裁決申請書・明渡裁決の申立書の作成（起業者） 

 

 

裁決の申請・明渡裁決の申立て（起業者→収用委員会） 

 

裁決申請書・明渡裁決の申立書の縦覧（起業地の存する市町村で２週間） 

 

裁決手続開始の決定・裁決手続開始の登記 

 

収用委員会の審理 

 

権利取得裁決・明渡裁決（収用委員会→起業者・土地所有者等） 

 

 

補償金の払渡し・供託（起業者→土地所有者等） 

権利取得・明渡し（土地所有者等→起業者） 

 

 

代執行（都道府県知事）・代行（市町村長） 

 

事

業

認

定

手

続 

収

用

裁

決

手

続 
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Ⅱ．事業認定の概要 

１．事業認定とは 

事業認定庁4が、起業者5からの申請に基づき、申請書の公告縦覧や、必要に応じ、公聴

会、第三者機関からの意見聴取等の手続を経て、申請事業が土地を収用するに値する公益性

を有するか否かについて認定する手続です。 

 事業認定は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。具体的な申請事業と事業認定庁の

関係については概ね下表のとおりとなっています(法第 17 条第１項、第２項、法施行規則

（以下「規則」という。）第 26 条)。 
 

申請事業 事業認定庁 

・国、独立行政法人、高速道路株式会社等の事業 

・全体計画区間6が地方整備局等の管轄区域を超

える事業 

国土交通大臣 

（本省） 

・都道府県の事業 

・全体計画区間が地方整備局等の管轄区域は超え

ないが、都道府県域を超える事業 

国土交通大臣 

（地方整備局長・ 

北海道開発局長・ 

沖縄総合事務局長） 

・市町村の事業 

・全体計画区間が都道府県域を超えない事業 

都道府県知事 

 
 

２．事業認定手続の概略 
事業認定手続は以下のような流れで行われます。なお、事業認定申請の際に必要な書類の

作成等については、事業認定庁に相談することができますので、起業者は、事業認定申請手

続の円滑化のために、事業認定を具体的に検討する以前の段階であっても早期に相談するこ

とを心掛けてください7。 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 事業認定の処分を行う行政庁をいう。 
5 収用適格事業（法に基づいて土地を収用することができる公共の利益となる事業（法第３条）をいう（巻末の

用語集も参照。）。）を行う者をいう（法第８条）。 
6 公益性や土地利用の合理性等の判断対象となる１つのまとまりのある区間をいう。 
7 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添附書類に関する事項その他の

申請に必要な情報の提供に努めなければならないこととされている（行政手続法第９条第２項）ところ、起業者

の作成した申請書の案等について、事業認定庁が起業者からの求めに応じて事前に内容確認を行い、修正等の助

言を行うことがある。 
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【事業認定手続の概略】 

 

事前説明会の開催（起業者） 

 

 

事業認定の申請 

 

申請書の公告・縦覧8（起業地の存する市町村で２週間） 

 

公聴会の開催9（事業認定庁が主催）            審査10（事業認定庁） 

 

第三者機関の意見聴取11（事業認定庁→第三者機関） 

 

事業認定の告示1213（事業認定庁） 

 

 

起業者等の中には、土地収用手続に携わる機会が必ずしも多くない者も見込まれるとこ

ろ、事業認定手続等の予見可能性を高め、その事務負担を軽減する観点から、事業認定庁

（本省及び各地方整備局等）において本手引きの活用に向けた相談窓口を開設しておりま

す。 

  特に、本省の相談窓口では、法令所管の立場において、すべての関係者（事業認定庁、起

業者、収用委員会）からの相談を受け付けており、収用適格事業への該当性、法第 20 条各

号に関する説明方法の妥当性、説明に係る負担の軽減、同種・類似案件の有無、手引き記載

事項の解説等の助言及び情報提供を行っております。 

 なお、上記の相談窓口において、地方公共団体が行う小規模な事業（局部的な線形改良、

現道拡幅、歩道整備）の相談が多く寄せられたことを受け、申請負担の軽減を図る観点か

ら、公益性の説明方法等をわかりやすく編集し、事業計画書例としてとりまとめましたので

ご活用ください（説明事例１参照）。  

 
8 申請書が縦覧されている期間内において、利害関係人は公聴会の開催請求（請求先：事業認定庁）及び意見書

の提出（提出先：都道府県知事）が可能（法第 23 条及び第 25 条）。 
9 利害関係人から公聴会の開催請求があった場合、事業認定庁は公聴会を開催しなければならない（法第 23 条第

１項）。 
10 事業認定庁は、申請書を受理した日から３月以内に、事業認定を行うように努めなければならない（法第 17

条第３項）。 
11 利害関係人から事業認定庁の事業認定に関する意思と相反する趣旨の意見書が提出された場合には、事業認定

庁は第三者機関の意見聴取をしなければならない（法第 25 条の２）。なお、第三者機関とは、事業認定庁が国土

交通大臣の場合においては、社会資本整備審議会を指し、事業認定庁が都道府県知事の場合は、法第 34 条の７

第１項の審議会その他の合議制の機関を指している。 
12 告示により起業地の範囲が確定することとなるため、その後の事業計画の変更により起業地の範囲が減少した

場合には、法第 30 条に規定の手続を行う。 
13 都市計画事業については、都市計画法第 70 条第１項により認可又は承認の告示をもって事業認定の告示とみ

なすこととされている。 
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Q.Ⅱ-1 事業認定庁は、どのようなことについて相談を受け付けていますか？ 

A.Ⅱ-1 起業者からの相談内容に応じ、全体計画区間・起業地14区間の考え方、事業の公

益性の説明方法、添付すべき書類の作成方法等について助言等を行います。 

  起業者は、事業認定庁から提供された情報を踏まえて、事業認定申請の準備作業を

行うこととなります。連絡先については巻末の「（参考）事業認定庁（事業認定に

係る相談窓口）一覧」を参照してください。 

 

【助言・情報提供の例】 

・起業者（県）から事業認定庁（地方整備局）に対し、近年は認定実績がない急傾斜地崩壊防止

施設について、登記記録と一致しない所有者がいるため今後収用手続を活用する可能性もある

旨の相談があったことを受け、本省と事業認定庁との間で申請書類の作成方法を調整し、起業

者へ助言・情報提供した。 

・起業者（県）から事業認定庁（地方整備局）に対し、混雑緩和等に関する説明方法についての

相談があったことを受け、事業認定を得るために必要と考えられる説明方法を助言・情報提供

した。 

・事業認定庁（地方整備局）から起業者（県）に対し、生活環境及び動植物調査の合理化を図る

観点から、各起業者の取扱状況を調査し、調査結果を情報提供した。 

・起業者（市）から本省に対し、事業認定庁（県）との相談結果に関する本省の見解を確認した

い旨の相談があったことを受け、事業認定を得るために必要と考えられる説明方法を助言・情

報提供した。 

・事業所管部局から本省に対し、起業者（県・市）及び事業認定庁（地方整備局・県）は複数だ

が事業目的は同一である一連の事業についての合理的な申請準備作業に係る相談があったこと

を受け、本省、事業認定庁（地方整備局）及び起業者（県）との間で申請書類の作成方法を調

整し、他の起業者及び他の事業認定庁に情報提供した。 

 

また、近年、豪雨災害によるがけ崩れ箇所を復旧する際などに所有者不明土地15への対応

が必要となることもあるところ、事例によっては工法変更によって当該不明土地を回避する

ことも考えられますが、それができないような場合には、不在者財産管理制度、所有者不明

土地管理制度等、収用手続等の活用を視野に入れる必要があります。収用手続（土地収用法

の特例）を活用する場合には、収用審理を経ない裁定申請の活用も可能となる。いずれを活

用するかは、当該不明土地以外の残件の有無、確保する必要がある土地（土地所有者）の多

寡、事業スケジュール等を加味した上で、最終的には起業者が判断することとなりますが、

国土交通省においても起業者の判断をサポートしてまいります1617。 

 
14 事業を施行する土地をいう（詳しくは巻末の用語集も参照。）。 
15 所有者不明土地とは、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、又は所有者が判明しても

所有者に連絡がつかない土地のことをいう。 
16 所有者不明土地等の活用等に関する施策を策定するなどして、地方公共団体等の取組みに必要な支援を行うこ

との一環として、「土地政策推進連携協議会」（旧：所有者不明土地連絡協議会）が設置された。本協議会は、所

有者不明土地法の円滑な施行、諸制度の周知や活用の支援、用地業務のノウハウの提供・共有、地籍調査の推進

など、土地に関する課題解決や良好な地域づくりに資するテーマを広く取扱い、地方公共団体等の支援を行うこ

ととされている。 
17 事業認定庁（本省及び各地方整備局等）において事業認定に係る相談窓口を開設している。連絡先については
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なお、災害復旧（がけ崩れ箇所の復旧等）に際しては、起業者によっては、事業用地の権

原の確保について、有償での取得ではなく無償譲渡（寄附）としている場合もあり、そのよ

うな場合は、不在者財産管理制度、所有者不明土地管理制度等の活用を検討することが有益

です18。また、収用適格事業に該当しない場合も同様です。 

 

Q.Ⅱ-2 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業で事業認定を受けることはできますか？ 

A.Ⅱ-2 国又は都道府県が設置する、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に

規定される急傾斜地崩壊防止施設は収用適格事業に該当します（法第３条第３号の

３）。なお、収用適格事業に該当するには、都道府県知事が指定する急傾斜地崩壊

危険区域内の事業であることが必要です（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律第２条第２項）。 

 

Q.Ⅱ-3 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業について、通常は事業用地の確保は無償譲渡

ですが、緊急性等のため有償での取得を考えています。その場合、収用手続を活用

することは可能ですか？ 

A.Ⅱ-3 可能です。なお、土地所有者等が不明である場合には、不在者財産管理制度、

所有者不明土地管理制度等を活用した方が早期に用地を取得できる場合もあります

ので、そちらの検討も推奨します。 

 

Q.Ⅱ-4 急傾斜地崩壊防止施設の設置事業について事業認定の申請を検討しています

が、事業の公益性等の説明方法が分かりません。 

A.Ⅱ-4 一般的には、事業の目的や必要性、急傾斜地崩壊防止施設であること、被災履

歴（被災履歴がない場合は被害想定）、施設設置の効果等を説明することになりま

す。具体的な事業の見込みがある場合は、早めに事業認定庁又は相談窓口に相談し

て下さい。 

 

Q.Ⅱ-5 急傾斜地崩壊防止施設に係る事業認定の事例はありますか？ 

A.Ⅱ-5 近年は事業認定の実績がありません。具体的な事業の見込みがある場合は、早

めに事業認定庁又は相談窓口に相談して下さい。 

 

 

  

 
巻末の「（参考）事業認定庁（事業認定に係る相談窓口）一覧」を参照。 
18 見積りの結果補償額が０円となった場合であっても、収用手続を用いることを否定するものではない。 
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Ⅲ．事前説明会 

事業の認定を受けようとする起業者は、事業の目的や内容について利害関係人に対し広く

周知するため、事業認定申請前に事前説明会を開催する必要があります（法第 15条の 14）。

新聞紙への公告及び自らの権利の提供に合意していない土地所有者等に対する文書による通

知を行い、中７日以上空けて開催します(規則第１条の２)。 

 

Q.Ⅲ-1 事前説明会の開催に適した時期はいつですか？ 

A.Ⅲ-1 事業認定申請の内容に即した事業の目的や内容を説明することができるような

時期に開催してください。事前説明会から事業認定申請までの間の時間の経過に伴

い事前説明会で説明した内容と事業認定申請の内容が異なるものとなった場合は、

事前説明会を開催し直さなければならない場合があるため、事業認定申請の概ね１

か月程度前までに事前説明会を開催するのが望ましいといえます。 

 

Q.Ⅲ-2 事前説明会で説明した内容と事業認定申請の内容が異なる場合は必ず事前説明

会を開催し直さなければならないのですか？ 

A.Ⅲ-2 事前説明会後に、関連事業19や附帯事業 19 が追加となった場合、起業地の範囲が

大幅に広がった場合等については、事前説明会を開催し直します。なお、事前説明

会で説明した内容に変更があったすべてのケースにおいて開催し直す必要があると

いうわけではありません。例えば、事前説明会後の任意の用地取得の進捗に伴い、

事業認定申請時に起業地が縮小され、事前説明会時に説明した起業地の範囲から、

実際の事業認定申請時には起業地の範囲が狭まる場合があります。その場合、申請

時の起業地の範囲が事前説明会時の起業地として説明した範囲内に包含されている

ため、開催し直す必要はありません。 

 

Q.Ⅲ-3 事前説明会の開催に際し、留意すべき点はありますか？ 

A.Ⅲ-3 事前説明会の会場は、事業予定地に比較的近い場所を優先的に選定することが

望ましいといえます。また、申請区間が１つの市町村であっても集落が異なる場合

や複数の市町村にまたがるような場合には、利害関係者の参集の便等を踏まえ、複

数の場所で開催することが望ましい場合もあります。 

 

Q.Ⅲ-4 事前説明会の開催に際し、どのような新聞に公告するのがよいですか？ 

A.Ⅲ-4 事業予定地の存する地方において発刊されている新聞紙に掲載すればよく、基

本的には普及率の高い地方の新聞紙の中から少なくとも１紙以上選定することが通

常です。なお、新聞紙面上の広報欄での公告も否定されるものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 これらの用語については巻末の用語集を参照。 
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Q.Ⅲ-5 新聞公告はどのように行うのですか？ 

A.Ⅲ-5 起業者の名称・住所、事業の種類、事業予定地、事前説明会の場所・日時を記

載の上、事業予定地が存する地方の新聞紙に掲載します（規則第１条の２第１項第

２号）。 

  事前説明会を開催するときは、事前説明会を開催する日の前日から起算して前８日

に当たる日が終わるまで（例えば８月 10 日に事前説明会を開催したい場合、９日か

ら起算して８日目の８月２日まで）に、新聞公告を行います20。 

【新聞公告の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 期間の初日は参入せず、期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たる

ときは、期間は翌日に満了する。なお、土曜日及び 12 月 29 日から 31 日までの間はその他の休日とみなすこと

となる（民法第 140 条～第 142 条、法第 135 条第１項）。 

 
令
和
○
○ 

 令和
○
○ 
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Q.Ⅲ-6 事前説明会の開始時刻になっても出席者が０名であった場合、どうすればよい

ですか？ 

A.Ⅲ-6 そのような場合には、事前説明会を打ち切ることができます。事前説明会を打

ち切った場合には事前説明会が予定されていた期間中、事前説明会を打ち切った旨の書面

を会場に掲示することに加え、掲示内容について起業者のウェブサイト又は関係する地方公

共団体のウェブサイトにも掲載し公衆の閲覧に供することが必要です。21 

起業者がウェブサイトを有していない場合など起業者のウェブサイトへの掲載が困難な場

合等にあっては、関係する地方公共団体のウェブサイトに掲載することが求められるため、

起業者による情報の更新等が迅速に反映されるよう、起業者と関係する地方公共団体との連

絡体制を適切に構築しておくことが望ましいです。 

 

 

 

【説明会を打ち切った場合の掲示例】 

 

説明会の打ち切りについて 
 

 ○○○○工事の目的及び内容にかかる説明会は、土地収用法施行規則第１条の３第

１項第 号22の規定により、打ち切りましたので、同規則第１条の３第２項の規定によ

り掲示します。 

 

 令和○年○月○日 

○○県 ○○土木事務所長    
 

 

  

 
21 令和 5 年に規則が改正された。改正によって書面掲示に加えて、ウェブサイトへの掲載が義務化された。（参

照：規則第 1 条の 3) 
22 打ち切りの理由に応じて、規則第１条の３第１項第１号～第３号のいずれかを空白箇所に記入する。 

 

【土地収用法施行規則 （抄）】 

第一条の三 起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第一項の規定による会合を

打ち切ることができる。 

一 前条第一項第二号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。 

二 起業者（その職員又は代理人を含む。）若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はそ

の著しいおそれがあるとき。 

三 会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為が

され、又はその著しいおそれがあるとき。 

２ 起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、同項の規定

により会合を打ち切つた旨について、その会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げ

る方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 

一 起業者のウェブサイトへの掲載 

二 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載 
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Ⅳ．事業認定の申請23 

１．事業認定の申請時期 

事業を計画的に進めるためにも、計画担当、事業実施担当及び用地担当との間で事業の計

画段階から十分な連絡調整を行うことにより、事業の完成時期等を見込んだ適切な時期に収

用手続に移行することとし、その場合には速やかに事業認定の申請手続に着手することが重

要です。例えば、相続登記未了24等による多数共有地の場合には、期間の経過に伴って土地

所有者等が増大し、土地所有者等やその所在の把握に更に期間を要するおそれがあるので、

収用手続への移行が結果的に迅速な用地取得に繋がりうることを念頭に置いておく必要があ

るといえます。 

申請時期に関し、国土交通省の直轄事業については「原則として、用地取得率 80％となっ

た時又は用地幅杭の打設から３年を経た時のいずれか早い時までに収用手続に移行する」と

いう事業認定等の適期申請ルールが存在しているところであり（通知１～３25）、地方公共団

体においても、同様の取組を行うことが有効な場合もあるといえます。 

 

Q.Ⅳ-1 事業認定等の適期申請ルールは、用地取得率 80％となった時又は用地幅杭の打

設から３年を経た時に達するまで収用手続に移行できないという意味ですか？ 

A.Ⅳ-1 当該割合又は時期に達するまで収用手続に移行することを制限するものではな

く、収用手続に移行する目安として遅くとも当該割合又は時期のいずれか早い時期

を経過したものは収用手続に移行した方がよい、という趣旨です。任意による用地

取得の見通しが立たないのであれば、むしろ当該割合又は時期に達していなくて

も、事業を計画的に進めるために速やかに収用手続に移行することが望ましいとい

えます。 

 

２．事業認定の申請単位 

事業認定の申請単位については、全体計画区間の範囲、すなわち申請事業の公益性や土地

利用の合理性等の判断対象となる１つのまとまりのある区間が申請単位になります（例え

ば、A.Ⅳ－9 に記載の考え方です。）。その結果、申請単位は相当程度の独立性を有する範

囲になりますが、必ずしも起業者内部で整理されている事業単位の取扱いと同じでなければ

ならないわけではありません。 

 
23 未取得地があり、あらかじめ事業認定を得て円滑に用地取得を行いたい場合は、合意に向けた交渉が進展して

いたとしても、事業認定を受けることができる。 
24 不動産登記法の改正により相続登記の申請が令和６年４月から義務化され、相続登記未了である所有者不明土

地の解消が期待されるところである。 
25 通知１：「事業認定等に関する適期申請等について」（平成 15 年３月 28 日付け総合政策局長等通知） 

https://www.mlit.go.jp/common/001206616.pdf 

通知２：「事業認定等に関する適期申請等について」（平成 15 年３月 28 日付け総合政策局国土環境・調整課長等

通知）  https://www.mlit.go.jp/common/001206617.pdf 

通知３：「早期かつ適正な用地取得の実施等について」（平成 21 年 12 月 25 日付け土地・水資源局総務課長等通

知） https://www.mlit.go.jp/common/001232553.pdf 
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Q.Ⅳ-2 未事業化の区間を全体計画区間の範囲に含めることはできますか？ 
A.Ⅳ-2 未事業化の区間については、予算措置がされていないことなどから、法第 20 条

第２号に適合しないこと、また、将来の施行が不確実であり、申請事業の供用によ

る公益性の発揮を早期に図る必要が示せないことから法第 20 条第４号にも適合しな

いため、全体計画区間に未事業化区間を含めることはできません。 

 

Q.Ⅳ-3 「起業者内部の事業単位の取扱いと同じでなければならないわけではありませ

ん」とありますが、具体的にはどのようなケースが想定されますか？ 
A.Ⅳ-3 例えば、起業者において、ダム、貯水池、導水路及び発電所の建設を一つの事

業として整理していたとしても、事業認定申請においては、公益性を説明できる単

位として、ダム及び貯水池の設置のみを切り離して一つの事業として申請をするこ

とが可能です。 

 

Q.Ⅳ-4 事業の公益性を説明できる単位である全体計画区間を申請単位とすると、大規

模事業において起業者の負担が過大になるのではありませんか？ 

A.Ⅳ-4 全体計画区間についての公益性、土地利用の合理性、施行能力等について説明

した上で、事業認定申請単位となる起業地を地物（河川、道路等）や行政界（大字

等の旧市町村界、小字を含む。）で明確になる範囲に縮小することが可能です（起

業地縮小）。    

起業地縮小したうえで申請する場合は、起業地、事業計画を表示する図面等の作

成、法４条地及び法令制限地の意見書に関する事務、事業計画に関する参考資料の

作成事務が軽減され、申請の簡素化に資することとなります。 

 

Q.Ⅳ-5 一部の区間について用地取得が全て完了している場合で起業地縮小する際、どの

ような点について留意する必要がありますか？ 

A.Ⅳ-5 起業地縮小する際の起業地区間は、地物（河川、道路等）、行政界（大字等の旧

市町村界、小字を含む。）等で起業地が明確となる区間又は供用区間を除く区間等合

理的な区間であることが必要です（山岳トンネルの途中の地物や行政界で行うことも

可能です。）。また、起業地縮小により除外した区間に係る法４条地26及び法令制限

地 26 についても管理者及び行政機関と調整しておくことが必要となります（説明事例

２,３参照）。 

 

Q.Ⅳ-6 工区単位等相互の用地取得のスケジュールに大きな差がある事業で起業地縮小す

る際、どのような点について留意する必要がありますか？ 

A.Ⅳ-6 起業地縮小する際の起業地区間は、地物、行政界等で明確となる工区単位又は一

体として工事を施行する区間等の合理的な区間（以下「工区等」という。）であるこ

とが必要です。そのほか以下の点について説明してください（説明事例４参照）。 

  ・将来計画を含む全体計画区間の施行が確実で、申請起業地区間と将来施行予定工区

について連続性があること。 

・工区等相互の用地取得スケジュールに大きな差がある（手続保留制度27の活用では

事業の執行が担保されない）等一部の工区等について先行して用地取得を行う必要

があること。 

 
26 これらの用語については巻末の用語集を参照。 
27 事業認定の効力の発生を事業認定の告示がなされたときから最大３年間保留できる制度（法第 31 条～第 34 条

の６）（詳しくはⅥも参照。）。 
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Q.Ⅳ-7 用地取得のスケジュール差による起業地縮小にて事業認定申請を行った後、残

区間（先の申請で起業地縮小され起業地区間外とされた区間）の申請を行う場合に

留意すべきことはありますか？ 
A.Ⅳ-7 順次事業を進めた結果として、残区間の事業認定申請を行う時点では、先の申

請で全体計画区間内に複数存在していたあい路が順次解消される場合があります。

先の申請で起業地縮小した区間が供用前であれば、当該区間を含めた公益性の説明

と現道のあい路について説明することができますが、起業地縮小した区間が供用済

みである場合は、残区間を整備することによる追加的な公益性を説明するととも

に、残区間に対応する現道のあい路についても説明する必要があります。 

   なお、追加的な公益性の説明は様々かと思われますので、必要に応じて事業認

定庁又は相談窓口へご相談ください。 

 

Q.Ⅳ-8 起業地縮小する場合は、起業地区間の延長に制限（何 km以上）はありますか？ 

A.Ⅳ-8 起業地縮小をする場合の条件として、起業地区間の延長に制限はありません28。 

 

Q.Ⅳ-9 交差点改良事業、工区を分けて段階的に実施している現道の拡幅事業、短距離

の未整備区間が残っている堤防整備事業の全体計画区間の取り方がわからないので

すが、具体的にどのような範囲とすればよいのですか？ 

A.Ⅳ-9 全体計画区間は、各事業の目的に応じた公益性が発揮できる単位とする必要が

ありますが、それぞれの範囲の取り方については以下のような考え方となります。 

 

（交差点改良事業） 

・例えば交差点内に右折車線を新たに設置することによって、交差点内の混雑を緩

和することを目的とする事業の場合、右折車線の設置に伴い道路の構造に影響を

与える範囲を全体計画区間とする必要があります（説明事例５参照）。 

 

（工区を分けて段階的に実施している現道の拡幅事業） 

・事業化されている工区の範囲に留意し、現道の拡幅によって混雑の緩和が図られ

る範囲を全体計画区間とします（説明事例５参照）。 

 

（短距離の未整備区間が残っている堤防整備事業） 

・事業の実施によって公益性を発揮できる範囲を全体計画区間としますが、完成済

み区間を除いた未整備区間のみでは公益性の説明が困難な場合には、河川整備計

画等で定められている堤防工事の施行の場所として示されている一連の範囲を全

体計画区間とすることもできます。 

 

 

 
28 ただし、全体計画区間が長い事業の場合で、そのうち複数の区間について起業地とする必要があるとき、書類

作成後に部分的に起業地としないとの変更があった場合に書類（図面における着色範囲の変更や法４条地の整理

番号の振り直し、起業地の変更により事業名が変更する場合には事業名を記載する全ての書類）の再作成が生じ

ることなどが考えられるため、それらの間隔等を考慮してまとめて起業地区間とすることが望ましい場合もあ

る。 
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３．事業認定庁に提出する書類29
 

（１）事業認定申請書30（法第 18 条第１項、規則第２条別記様式第５） 

① 起業者の名称 

国の行う事業にあっては、当該事業の施行について権限を有する行政機関の名称（○

○大臣）を、法人の行う事業にあっては、法人の名称を記載します31。 

なお、同一の事業で異なる起業者が共同で事業を行っているもの又は複数の事業で起

業地の一部又は全部が重複し、これらの事業毎に区分することが困難なものについて

は、複数の起業者が共同して申請します。共同で事業認定申請を行う場合の例として

は、一般有料道路事業と一般道路事業の合併施行道路、高架の自動車専用道路と高架下

にある一般道の事業などがあります。 

また、複数の事業で異なる起業者が同時に事業を行う必要があり、それぞれの起業者

の事業認定庁が異なる場合は、各起業者同士、各事業認定庁同士が相互に連携して、各

起業者から同時に事業認定申請を行うことが望ましいと考えます。ただし、一方の事業

の用地取得が完了している場合には、用地取得が完了していない事業のみ、事業認定申

請することになります。同時に事業認定申請を行う場合の例としては、高速自動車国道

部分と県道からのアクセス道路（高規格道路とそのインターチェンジにアクセスするた

めの道路）部分、同一の道路において起業者毎に管理区間が異なる場合の事業などがあ

ります。（説明事例６参照） 

 

Q.Ⅳ-10 アクセス道路などで起業者が複数となり、それぞれの事業の事業認定庁が異な

る場合は、事業認定申請にあたり、起業者間・事業認定庁間の連携が必要ではない

ですか？ 

A.Ⅳ-10 そのような場合は、説明方法等に係る情報交換をしておくことが効率的・効果

的な運用につながりますので、まずはそれぞれ事業認定庁に相談してください。 

 

Q.Ⅳ-11 共同申請を行う際に、複数の事業が一体不可分の関係である旨を説明できなけ

れば、共同申請を行うことはできないのですか？ 

A.Ⅳ-11 認定庁が国土交通大臣のみの事業の共同申請においては、施設の一体不可分か

どうかにかかわらず同一の事業目的であり、かつ供用時期が同時期であれば、共同

申請が可能となります。（例 都道府県管理の国道整備事業で一方の事業が権限代

行により国が整備、他方が都道府県が整備する道路事業等） 

認定庁が国土交通大臣と都道府県知事となる事業の共同申請の場合、複数の事業

で起業地の一部又は全部が重複し、これらの事業ごとに区分することが困難なもの

については、共同申請が可能です。（例 県営工業用水ダムと市営水道用ダムとが

融合したダム等） 

 
29 正本１部並びに起業地の存する都道府県及び市町村（東京都特別区又は指定都市の場合は、その区を市町村と

して扱う。）の数の合計に１を加えた数の写しが必要（規則第２条）。また、添付書類（（２）事業計画書～（８）

事前説明会の実施状況を記載した書面等）に係る目録を作成し、事業認定申請書とともに提出する。なお、申請

手数料が必要となる場合がある（法第 125 条）。 
30 具体例は【事例集】を参照。 
31 道路法第 22 条及び河川法第 18 条による施行命令に基づいて施行する事業にあっては、受命者の名称を記載。 
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Q.Ⅳ-12 複数の起業者で一つの公益性（整備効果）を発揮するような場合であって、一

方の起業者が全て用地取得済となった場合、共同申請と単独申請のどちらで申請す

るのですか？ 

A.Ⅳ-12 一方の起業者が全て用地取得済である場合、収用権の付与が不要であるため、

単独申請となります。なお、全体計画区間の取り方は、申請する起業者の起業地の

みとなりますが、公益性を説明する上では、用地取得済区間を含めなければ供用で

きない場合もあるため、その場合は、用地取得済区間の供用スケジュールを確認す

る必要があります。 

 

②事業の種類 

  事業の種類はなるべく具体的に記載し、通称（○○バイパス等）も記載するようにしま

す。なお、同一路線道路の改築、同一河川の改修等、同一の事業名で複数回事業認定申請

の可能性がある（過去に同一事業名で使用した又は今後同一事業名で事業認定申請する予

定がある）場合は、申請区間が特定できるように起業地区間を表示する必要があります

が、同一の事業名で複数回事業認定申請の可能性がない場合は、起業地区間の表示を省略

することができます。 

 

 

【事業の種類の記載例】 

・一般国道○○号改築工事（○○バイパス・○○県○○市大字○○地内から同市大字○○地内

まで） 

・二級河川○○水系○○川改修工事（△△堤防・○○県○○市○○地内から同市○○字○○地

内まで）並びにこれに伴う附帯工事及び農業用道路付替工事 

 

（起業地区間の表示を省略できる場合） 

・一般国道○○号改築工事（○○道路）及びこれに伴う市道付替工事 

 

 

③収用又は使用の別を明らかにした起業地3233 

起業地は、収用と使用の別を明らかにし、都道府県、郡、市、区、町村、大字及び字

をもって表します。34また、２以上の市町村にまたがるときは、市町村毎に分けて記載

し、字が付けられていない埋立地、海浜地又は河川敷地を起業地とする場合には、「○

○地先埋立地」、「○○地先海浜地」、「〇〇地先河川敷地」等と表示します。なお、

使用の部分がない場合「使用の部分 なし」と記載します（収用の部分がない場合も同

様。）。 

 
32 漁業権、水利権等を収用する場合は、河川内の権利が存する範囲の上流端及び下流端をとらえて起業地の範囲

を表示。また、対象となる権利が海面に存するときは「○○地先海面」と表示。 
33 １つの申請書で、土地、権利等を収用する場合には、収用の目的物毎に区分して起業地を表示。 
34 起業地名にふりがなを付すことは必須ではないが、認定庁が必要と認める場合は記載する。 
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【起業地の記載例】 

イ 収用の部分 ○○県○○郡○○村○○字○○、字○○及び字○○地内並びに 

同県○○市○○町○○字○○、字○○及び字○○地内 

ロ 使用の部分 ○○県○○郡○○村○○字○○地内 

 

 

Q.Ⅳ-13 同一の土地について、住居表示等の行政単位の字と不動産表示の字のいずれも

がある場合は、どちらを用いるべきですか？ 

A.Ⅳ-13 そのような場合には、行政単位の字を用いて、関係者に分かりやすく表示する

ことが望ましいです。 

 

④事業の認定を申請する理由 

 以下の事項35を記載します。 

・事業計画の概要（目的、事業の内容、得られる公共の利益を簡潔にまとめたもの） 

・申請する事業（本体事業、附帯事業及び関連事業）が収用適格事業であること 

・事業認定の申請に至った用地交渉の概略（土地所有者等の概数、必要面積及びその進捗

率、交渉開始年月） 

 

 

（２）事業計画書36（法第 18 条第２項第１号、規則第３条第１号） 

①事業計画の概要 

事業の目的や内容を具体的に（できるだけ数字を用いて定量的に）説明します37。附帯

事業を施行する場合には以下の例により事業内容を記載します。関連事業を施行する場合

は本体事業の事業計画と区分して記載するとともに、以下の例による関連事業計画書を添

付します。 

 

【附帯事業の記載例】 

工事用道路  延長  ｍ  幅員  ｍ  使用面積  ㎡  

資材置場   ○箇所  延  ㎡ 

土捨場    ○箇所  延  ㎡  捨土量  延  ㎥  

 

 

 
35 加えて、事業の施行に関して免許、許可又は認可等が必要である場合は当該処分を終えたことを、議会又は取

締役会の議決が必要である場合にはその手続を終えたことを、複数の起業者が共同申請をする場合にはその理由

を記載。 
36 具体例は【事例集】を参照。 
37 起業地縮小を行う場合は、全体計画区間について説明した上で申請起業地区間について説明し、加えて起業地

縮小を行った旨及びその理由を説明。事業全体の完成以前に暫定供用する計画がある場合はその旨を記載。 



      

15 
 

 

【関連事業計画書の作成例】 

図 面

表 示

番 号
38 

施設の種類 

及 び 名 称 
管 理 者 

現   況 計   画 

備

考 

延

長 

ｍ 

幅

員 

ｍ 

構 造 形 式 

延

長 

ｍ 

幅

員 

ｍ 

構 造 形 式 

１ 県道○○線 ○○県 31 6.0 
簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装 92 6.0 盛土形式 
 

２ 

一 級 河 川 ○

○川第２支○

○川 

○○県 31 5.0 ブロック護岸 75 6.0 鋼矢板護岸 

 

３ 
用水路 

（○○筋） 

○○市土

地改良区 
31 5.5 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

Ｕ型水路 
125 5.0 〃 

 

 

 

②事業の開始及び完成の時期 

事業の開始の時期として用地交渉着手の時期を、完成の時期として物理的な工事の完成

の予定時期を記載します39。関連事業の完成の時期が本体事業のそれと異なるときには、

その時期を明示します40。 

 

③事業に要する経費及びその財源4142 

事業に要する経費として、複数年度にわたる事業計画における経費は、以下の例により

申請年度の前年度まで、申請年度、申請年度の翌年度以降の３つに分けて経費区分毎に記

載します43。 

 

【経費の記載例】 

区 分 

○ ○ ○ 

バ イ パ ス 

全体計画区間 

申 請 

起 業 地 

区 間 

年 度 別 内 訳 

令和５年度

ま で 
令和６年度 

令和７年度

以 降 

工 事 費 千円 千円 千円 千円 千円 

用 地 費 及 び 

補 償 費 

     

そ の 他      

計      

 

 
38 事業計画表示図と照合できるように番号を付す。 
39 事業認定申請単位を縮小した場合は、全体計画区間と申請起業地区間双方の時期を記載。また、事業の完成

後、直ちに供用開始しないときは、供用開始の予定日を明示。 
40 事業計画の最終的な完成の前に暫定的に供用を開始するときはその時期も記載。なお、最終的な完成の時期が

明らかでないときは、暫定供用開始の時期をもって完成の時期として記載（この場合、暫定供用時における事業

計画を完成時における事業計画とみなして事業認定を受ける。）。 
41 用地の取得を土地開発公社等の起業者以外の者が行う場合には、その旨を記載し、起業者と用地の取得を行う

者との間の用地取得に関する協定書、覚書等を提出。 
42 公社資金で用地買収を行った場合の用地費は、買戻しの年度で計上。 
43 申請に係る事業が全体計画区間の一部であるときは、全体計画区間の事業費もあわせて記載。 
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Q.Ⅳ-14 関連事業の経費を本体事業と切り分けられない場合はどうしたらよいですか？ 

A.Ⅳ-14 総事業費の中に関連事業の経費を含む旨を記載してください。 

 

事業の財源について、２つ以上あるときは、それぞれの額又は負担割合を記載します。

国が行う事業については所管、会計名及び項目を明記し、都道府県等の事業で国の補助を

受けている場合は所管、会計名、補助率を記載します。なお、起債を財源とするときは、

その額、発行の許可がされているときには許可された年月日も記載します。 

 

【財源の記載例】 

科 目 国 費 （ 補 助 金 ） 

（ 国 土 交 通 省 所 管 ） 

県 費 

（ ○ ○ 県 所 管 ） 

国 費 率 

会 計 名 一 般 会 計 一 般 会 計 5 5 / 1 0 0 

款 － 土 木 費 

項 地 域 連 携 道 路 事 業 費 道 路 橋 梁 費 

目 地 域 連 携 道 路 事 業 費 補 助 道 路 新 設 改 良 費 

・根拠法令 道路法第５６条 

 

④事業の施行を必要とする公益上の理由 

得られる公共の利益、失われる利益、早期施行の必要性を説明します。得られる公共の

利益に関し説明すべき事項は、Ⅴ３（２）を、失われる利益に関し説明すべき事項はⅤ３

（３）を、早期施行の必要性はⅤ４（１）を参照してください。 

附帯事業（説明事例７、８参照）や関連事業を施行する場合には、その必要性について

説明します。なお、関連事業の必要性は、本体事業の施行により既存の公共施設の機能が

阻害されること、既存の公共施設は必要不可欠であるため、必要最小限の範囲で機能を維

持する必要があること等について記載することが必要です。 

 

⑤収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれ

らを必要とする理由44 

事業に必要な土地の面積の概数については、以下の例により法４条地又は起業者の所有

地のように買収を要しない土地も含めて、申請事業に必要な土地の面積の概数（10 又は

100の単位）を実測面積で事業目的別、地目別45に記載します。また、事業開始のときにあ

った起業地内に存する主な支障物件の種類及び数量を記載します46。なお、収用又は使用

のいずれか一方がない場合にはその旨を記載します。 

土地を必要とする理由については、附帯事業、関連事業についても記載します。 

 

 
44 権利を収用又は使用しようとするときは、申請書の権利と対応させ、消滅又は制限しようとする権利の種類、

内容及び権利の数等を記載。また、土石砂れきを収用しようとするときは、土石砂れきの種別及び採取量、土石

砂れきの存する土地の地目及び面積をあわせて記載。 
45 不動産登記法上（不動産登記規則第 99 条）の分類にこだわらず、現在の利用状況に着目して適宜区分。 
46 事業認定の申請時点において既に移転、除却が完了しているものについては、その旨も記載。 
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【土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由の記載例】 

（面積の概数） 

収用の部分                  使用の部分          

地 目 本体事業

（ ㎡ ） 

関連事業

（ ㎡ ） 

計

（㎡） 

宅 地    

田    

畑    

山 林    

道 路    

河 川    

計    

 

（支障物件の数量） 

収用の部分                  使用の部分 

   住 宅  ２戸３棟              なし                        

倉 庫  ２棟（１棟は移転済み） 

工 場  １棟（移転済み） 

 

（土地等を必要とする理由） 

収用の部分 

これらの土地は、事業計画の概要で述べたとおり、本体事業及び関連事業を施行するた

めに必要最小限の土地である。また、物件はこれらの土地に存し、起業地外への移転を要

する主なものである。 

  使用の部分 

これらの土地は、トンネルの存する期間中において使用するもの並びに道路排水路、橋

脚等の施工に伴う掘削及び橋梁上部工の施工に伴う足場工のため、工事期間中一時的に使

用するものであり、使用する範囲は必要最小限の土地である。 

また、工事用道路並びに橋梁上部工及び下部工工事に必要となる施工ヤードのため工事

期間中一時的に使用する範囲を附帯工事として施工するものであり、使用する範囲は必要

最小限の土地である。 

 

⑥起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に

寄与することになる理由 

都市計画決定をしている事業については、代替案比較を省略することが可能となりま

すが、コントロールポイント等を考慮された起業地となっているのかを説明します。 

都市計画決定をしていない事業については、代替案との比較において申請案が優位で

あることを説明します。具体的にはⅤ３（４）を参照してください。なお、必要に応じ

地目 本体事業

（ ㎡ ） 

附帯工事 

（ ㎡ ） 

宅地   

田   

畑   

山林   

計   



      

18 
 

て起業地選定比較表、ルート比較図等を添付します。 

附帯事業、関連事業については、本体事業との関係を説明した上で、起業地の位置選定

の合理性について説明します。 

 

（３）起業地及び事業計画を表示する図面（法第 18 条第２項第２号） 

  ①起業地位置図及び表示図（規則第３条第２号）47 

起業地位置図は、縮尺 25,000 分の１（ない場合は 50,000 分の１）の一般図によって起

業地の位置を示すものです。適宜の色で起業地を着色します48。また、図面上には起終点

の地名を明示します。 

起業地表示図49は、縮尺 100 分の１から 3,000 分の１程度までのもので起業地を表示す

るに便利な縮尺（縮尺 1000 分の１を用いることが一般的）の地形図50によって字名・字境

界を明らかにした上で、起業地内の主要な物件51を図示するとともに以下のとおり着色等

します52。 

 ・収用の部分 薄い黄色 

 ・使用の部分 薄い緑色 

・収用・使用しようとする物件、収用・使用しようとする権利の目的である物件が存する

土地の部分 薄い赤色  

 ・手続保留する起業地の範囲 黒色の斜線 

 

②事業計画表示図（規則第３条第３号） 

縮尺 100 分の１から 3,000 分の１程度までのもので施設の位置を図示するものであり、

施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付します53。原則として起業地表示図と併

用することとし、併用しない場合においても同一縮尺のものとするとよいでしょう。 

関連事業については、本体事業と同一の事業計画表示図を使用し、必要に応じて横断図

等を添付します。 

 

 

 

 

 
47 位置図、表示図ともに符号は国土地理院発行の５万分の１の地形図の図式により、これにないものは適宜のも

のによる。 
48 起業地縮小を行う場合は、申請起業地区間とそれ以外を別の色で表示。 
49 図面が数枚になるときには、図面番号をつけること。 
50 起業地内及びその付近における顕著な地形、地物等が記載され、縮尺、方位、凡例がついたもの。実測した地

形図により作成する。なお、公図は地形図ではないので用いない。 
51 起業地内の物件は、現にある人家、学校等の建築物を図示する。 
52 事業の施行に必要な土地は、施行したか否か、買収したか否かを問わず着色する。ただし、関連事業に必要な

土地について、任意買収等の完了により収用する必要がない場合には、当該関連事業の事業認定申請は行うこと

ができないので、起業地として着色する必要はない。また、薄い黄色、薄い緑色、薄い赤色については、それぞ

れ特別の意味を持っているので、他の用途には用いない。 
53 必要に応じて構造図を添付し、横断図については、断面としたポイントを事業計画表示図に明示。 
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Q.Ⅳ-15 本線道路にあわせて道路法に基づかない側道（いわゆるサービス道路）も本

線道路と一体となって計画されている場合、事業計画表示図においてサービス道路

の事業計画線を表示してもよいですか。 

A.Ⅳ-15 原則として、事業計画表示図にサービス道路の計画を含めて表示することはで

きません。ただし、サービス道路の施工箇所において、すべての用地が任意取得さ

れている場合には、サービス道路の事業計画線を表示することができます。なお、

サービス道路の施工箇所は起業地として着色はできません。 

 

（４）関連事業について、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

（法第 18条第２項第３号） 

本体事業の起業者が当然に関連事業の事業施行権限を有しているとは限らないため、本

体事業の施行者が関連事業を施行することについても起業者適格を有する旨を明示する書

面が必要となります（関連事業について詳しくはⅤ１（２）参照）。 

法令の規定によって権限が付与されている場合は当該規定に基づく書面を、その他の場

合には関連事業に係る施設の本来の管理者と本体事業の起業者との協議書54、協定書、事業

施行委託書等を添付します。 協議書には関連事業を施行する所在地、事業の種類と名称、

施行延長、幅員、深さ等の工事概要、支障となる現在施設の状況（延長、幅員等）を記載

します。また、管理者からの協議回答書の外、起業者からの協議書も添付します。 

 

（５）法４条地の調書、図面、管理者の意見書（法第 18 条第２項第４号） 

 ①調書55 

  以下の例により起業地内の法４条地を一覧にまとめた調書を作成します（規則第３条第

４号別記様式第６）。 

 

【法４条地調書の作成例】 

図面表示

番 号 56 

郡、市、区、町村、

大字及び字の名

称 

現に供している

事 業 （ 施 設 ） の

種 類57 

供 し て い る 

土 地 の 面 積 

備  考 

管 理 者 
意 見 書

の 有 無 

１ 
○○市○○字○

○地内 

通 信 線 

（ ○ ○ 線 ） 

193ｍ 

（電話柱６本） 

日 本 電 信 電

話株式会社 
有 

２ 〃 
送 電 線 

（ ○ ○ 線 ） 

147 ㎡ 

（電柱２本） 

○ ○ 電 力 株

式会社 
〃 

３ ○○市○○内 
一 般 国 道 

○ 号 
9 ㎡ 

国 土 交 通 大

臣 
〃 

４ 
○○市○○字○

○地内 

二 級 河 川 

○ ○ 川 
155 ㎡ ○○県 〃 

５ 〃 
準 用 河 川 

○ ○ 川 
49 ㎡ ○○市 〃 

 
54 書式については様式１を参照。 
55 収用適格事業の用に供されている施設はたとえ占用物件であっても調書を作成する。 
56 「法４条地の図面」に表示する番号。 
57 施設の名称を記載。 
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 ②図面 

縮尺 100 分の１から 3,000 分の１程度までのものとします（規則第３条第４号）。特に

支障がなければ起業地表示図と併用します。併用しない場合も同一の縮尺によるとよいで

しょう。 

図面の作成に当たっては、法４条地には種類別に適宜着色58し（例えば、道路は茶色、

河川・水路は水色。ただし、（３）①に記載のとおり黄色、緑色及び赤色は特別な意味が

あるため用いないようにします。）、番号を付して調書との照合の便宜を図ります。な

お、起業地表示図と併用する場合は、着色が判別できるように配慮してください。 

 

 ③管理者の意見書 

管理者への照会文及び意見書59の写しを調書の次に添付します（法第 18 条第２項第４

号）。 

管理者への意見照会に当たっては、事業計画を説明し起業地表示図等に当該法４条地を

明らかにした上で、土地を事業の用に供して差し支えないかどうかを伺うものとします。 

 

Q.Ⅳ-16 申請する事業について、既に管理者から法４条地の使用を認められている場合

でも改めて意見書が必要になるのですか？ 

A.Ⅳ-16 占用許可書、使用承諾書などがあり、既に使用が認められている場合はこれら

の写しを添付すればよく、改めて意見照会をする必要はありません。 

 

Q.Ⅳ-17 意見照会をしたが何の返答もない場合はどのようにしたらよいですか？ 

A.Ⅳ-17 意見を求めた日から３週間を経過しても、これを得ることができなかったとき

又は意見がないときは、添付することを要しません。この場合には、意見書を得る

ことができなかった事情を疎明する書面を添付します（法第 18 条第３項、規則第３

条第５号）60。 

 

（６）法令制限地に係る権限を有する行政機関の意見書（法第 18条第２項第５号） 

法令制限地に係る権限を有する行政機関への照会文及び意見書61の写しを添付します。ま

た、起業地表示図に区域線や引出し線、補助線等を使って法令制限地を表示します。 

 

Q.Ⅳ-18 事業認定を受けるなど法の適用対象事業となれば制限が当然に適用除外となる

ものや届出をすれば制限が解除されるものに関しても意見書は必要ですか？ 

A.Ⅳ-18 必要ありません62。 

 
58 申請起業地区間のみで足りる。 
59 書式については様式２を参照。 
60 （６）（７）の行政機関の意見書においても同様の取扱いとなる。 
61 書式については様式３を参照。 
62 例えば、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域内においては、同法第 15

条の２の規定により、都道府県知事の許可がなければ開発行為ができないこととされているが、同法第19条の規

定により、法の規定に基づき事業の認定の告示がなされた場合には同法第15条の２の規定が適用除外となること

から、事業認定申請に当たって、法令制限地に係る行政機関の意見書の添付は要しない。 
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Q.Ⅳ-19 事業の供用に当たって道路の占用の許可や河川区域内の土地の占用の許可が必

要となる場合に、事業認定申請時においてこれら許可等に関しても当該許可権者か

らの意見書が必要ですか？ 

A.Ⅳ-19 これらは土地の使用権原の決定に係るものであり、土地利用の規制に係るもの

でないため必要ありません。 

 

Q.Ⅳ-20 既に行政機関より許可、承認等を得ているときにも改めて意見書が必要になる

のですか？ 

A.Ⅳ-20 これらの写しを添付すればよく、改めて意見照会をする必要はありません。 

 

Q.Ⅳ-21 法４条地と法令制限地が重複する場合、別途意見照会をしなければなりません

か？ 

A.Ⅳ-21 １枚の照会及び意見書にまとめて構いません63。 

 

（７）免許・許認可等があったことを証明する書面又は行政機関の意見書（法第 18 条第２

項第６号） 

現実に処分があった場合には当該処分に関する書類の写しを添付し、処分がない場合に

は処分をすべき行政機関の意見書の写しを添付します。行政機関の意見書の写しを添付す

る場合には、照会文の写しもあわせて添付します。 

 

（８）事前説明会の実施状況を記載した書面等（法第 18 条第２項第７号） 

事前説明会の実施状況を記載した書面64及び公告した新聞紙の写しを添付します（規則第

３条第６号）。 

 

（９）その他 
Q.Ⅳ-22 事業認定申請を電子申請で行うことは可能ですか？ 

A.Ⅳ-22 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第 6 条第 1 項により委任さ

れている、国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律施行規則第 3条及び第 4条によって電子申請が行えます。 

 

  

 
63 書式については様式４を参照。 
64 書式については様式５を参照。 
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Ⅴ．事業認定申請にあたり説明が必要となる事項 

 法第 20 条第１号から第４号までには事業認定の要件が規定されており、事業認定申請に

当たってはこれらの要件に適合する事業であることを事業認定申請書や事業計画書等の添付

書類で示す必要があります。また、事業認定申請書やその添付書類で説明する事項にあわせ

て必要な参考資料を添付します65。なお、巻末に参考資料の目次例を掲載しておりますの

で、必要に応じて参考にしてください。 

 

【土地収用法 （抄）】 

（事業の認定の要件） 

第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該

当するときは、事業の認定をすることができる。 

一 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。 

二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。 

三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 

四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。 

 

 

１．法第 20条第１号要件の適合性の説明 

（１）収用適格事業 
申請事業は法第３条各号に列記されるものに関する事業（収用適格事業）であることが

必要であり、事業認定の申請に当たっては申請事業が収用適格事業に該当することを示す

ことが必要となります。なお、巻末に収用適格事業の一覧を掲載しておりますので、必要

に応じて参照してください。 

 

Q.Ⅴ-2（道路）法第３条第１号の道路事業について、道路区域の決定がなければ事業認

定は受けられないのですか？ 

A.Ⅴ-2 道路区域の決定が事業認定の要件となっているわけではありませんが、道路法

上、「道路管理者は、路線の指定又は認定（変更）があった場合にはできるだけ速

やかに区域の決定（変更）を行い、常に道路の区域が明確にされているよう取り扱

わねばならない」（改訂６版『道路法解説』（道路法令研究会））とされているこ

とや、道路区域が決定されていなければ、事業認定を受けようとしている道路と他

の道路とが交差している部分の起業地の範囲が決まらないことなどから、実務上、

道路区域の決定は必要と考えられます。 

 
65 事業計画の根拠となる法定計画等の変更手続が行われる場合であっても、当該変更が事業計画書に影響しない

限り、改めて説明し直す必要はない。 

Q.Ⅴ-1（共通）一般に公表されている資料等もすべて参考資料として準備する必要があ

るのですか？ 

A.Ⅴ-1 一般に公表されている資料（インターネット上で公表されている環境影響評価

に関する資料、ダム検証に関する資料等）についてはどこに所在するか等を明らか

とすれば足り、添付する必要はありません。 
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（２）関連事業66 

本体事業により必要が生じた関連事業の施行に当たって土地を収用する場合にも、当該

事業が収用適格事業に該当することを示すことが必要となります。 

また、本体事業と一括して事業認定を受けられる関連事業の起業地の範囲は、従前施設

の機能を回復又は維持する範囲内にとどめられていることが必要です。 

そのほか本体事業の起業者に関連事業を施行する権限があり、あわせて施行する必要性

があることも説明する必要があります（説明事例９,10,11,12,13,14 参照）。 

 

Q.Ⅴ-3（関連）従前施設の機能や構造が法令の最低基準に合致していない場合でも、そ

の機能を維持する範囲内にとどめる必要があるのですか？ 

A.Ⅴ-3 そのような場合は例外的に法令の最低基準に適合するための必要な範囲までは

起業地とすることができるものとして取扱います。 

 

Q.Ⅴ-4（関連）ダム事業の施行に伴い必要が生じた道路の付替工事について、従前の機

能の維持を超えた規格で整備したい場合、どうしたらよいですか？ 

A.Ⅴ-4 ダム事業の施行に伴う道路の付替工事については、ダム事業の関連事業として

一度に事業認定を受けることができますが、従前の機能の維持を超えた規格で整備

したい場合は、ダム事業の関連事業としては事業認定を受けることができないの

で、道路事業として、当該道路事業の事業認定庁に、合理的な理由を説明したうえ

で、事業認定を申請する必要があります。なお、このような場合は、起業者間・事

業認定庁間でそれぞれ情報交換することが効果的な運用に繋がります。 

 

Q.Ⅴ-5（関連）本体事業が任意で用地取得を完了しており、関連事業施行地内に収用地

が残っている場合に、関連事業として単独で事業認定申請を行うことは可能です

か？ 

A.Ⅴ-5 関連事業についての事業認定申請は、必ず本体事業と同時に行わなければなら

ないものではなく、本体事業と切り離して関連事業のみを事業認定申請することも

可能です。ただし、関連事業は本体事業を根とするものであるため、関連事業のみ

の申請であっても、本体事業の法第 20 条各号要件の該当性を説明する資料を添付し

申請をする必要があります。 

 

（３）附帯事業 

  法第３条第 35 号に関する事業は、同条第１号から第 34号の３までに掲げるものに

関する事業のために、欠くことのできない通路等の施設を設置する事業であり、「附

帯事業」と呼ばれます。 

 

 
66 具体的にはダムの建設により水没するために必要となる道路の付け替えや、高速道路の建設により必要となる

農道の付け替え、河川の整備等が想定される。なお、同一事業で異なる起業者が共同で事業を行っているもの

（県営工業用水用ダムと市営水道用ダムが融合したダム等）、複数の事業で起業地が重複し区分することが困難

なもの（高架の自動車専用道路と高架下にある一般道路等）、複数の事業で異なる起業者が同時に行う必要があ

るもの（有料道路と県道からのアクセス道路等）は関連事業として扱われない。 
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Q.Ⅴ-6（附帯）附帯事業とは、どのような事業が該当しますか？ 

A.Ⅴ-6 法第３条第１号から第 34号の３までに掲げる事業を施行するうえで必要不可欠

な工事用道路、土砂場、仮線敷等に関する事業を行う必要が生ずる場合、これらの

施設に関する事業を附帯事業とし、同条第 35号の規定により収用適格事業に該当す

るものが附帯事業となります。 

 

Q.Ⅴ-7（附帯）本体事業を施行するにあたり必要となる一時使用地（擁壁設置に伴う掘

削工事、橋梁設置に伴う足場工事等）は、附帯事業に該当しますか？ 

A.Ⅴ-7 擁壁設置に伴う掘削工事、橋梁設置に伴う足場工事等は、本体事業の一部とな

るため、附帯事業には該当しません。法第 35条は、工事用道路、仮設水路、現場工

事事務所、土捨場、資材置場等の「施設」を設置するものが該当します。 

 

Q.Ⅴ-8（附帯）本体事業が任意で用地取得を完了しており、附帯事業施行地内に収用地

が残っている場合に附帯事業として単独で事業認定申請を行うことは可能ですか？ 

A.Ⅴ-8 附帯事業については、本体事業と切り離して事業認定を受けることも可能です

が、一般的に本体事業の用地取得が完了していない場合には、本体事業とあわせて

事業認定を受ける必要があります。 

 

２．法第 20条第２号要件の適合性の説明 

（１）起業者が申請事業を遂行する意思を有すること。 

地方公共団体であれば議会の議決があること、一般法人であれば法人としての正式な意

思決定（事業計画の決定等）があることを説明する必要があります。 

（２）起業者が申請事業を施行する法的な権能を有すること。 

起業者が法令により申請事業を施行する権能を付与されていること、必要な行政機関の

免許、許可又は認可等（例えば、鉄道事業の認可）を既に得ていることを説明する必要が

あります。説明に際してはそれを証する参考資料67を添付します。 

 

Q.Ⅴ-9（道路）都道府県が指定区間外の国道の新設又は改築をしようとする場合、道路

法第 74 条の認可が必要とされていますが、補助金等の交付決定をもって本条の認可

に代えている場合にはどのような書類を添付すればよいですか？ 

A.Ⅴ-9 そのような場合は、補助金等の交付金決定通知書を添付すればよいです。 

 

（３）起業者が申請事業を遂行するのに充分な資金力、組織・体制等の能力を有すること。 

事業に必要な予算、起債、借入れ等の措置が講じられていることを説明する必要があり

ます。 

 

 

 
67 例えば国土交通大臣が一般国道の改築を行う場合は、道路法第５条第１項の規定による政令で指定する一般国

道であること、道路法第 13 条第１項の規定による政令で指定する一般国道の指定区間に存することを示す。 
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３．法第 20条第３号要件の適合性の説明 
（１）事業計画の技術基準適合性 

事業計画の法適合性として、例えば法令上位置付けられた構造基準（道路構造令、河川

管理施設等構造令等）が存在する場合には事業計画がこれらの構造基準に適合しているこ

とを説明する必要があります（説明事例 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 参照）。  

 

Q.Ⅴ-11（道路・河川）道路構造令や河川管理施設等構造令に合致していなければ事業認

定は認められないのですか？ 

A.Ⅴ-11 道路構造令や河川管理施設等構造令はそれぞれの第１条に規定されているとお

り「一般的技術的基準」であるため、事業によってはこれらの構造令に適合しない

部分もあります。その際は、実施する事業の水準の公益性が妥当であること、その

公益性を実現するための手法として事業計画が適正であることを構造令以外の一般

的に用いられている施設基準を用いて説明します。一般的に用いられている施設基

準は法令に定められているものである必要はありませんが、その基準の考え方、適

用の対象、法令による施設基準との関係等が明確であることが必要です。 
 

想定されるケースの例 必要となる説明 

最小右折車線長よりも短い右折車

線を整備する場合 

『道路構造令の解説と運用』（日本道路協会）によ

り車線長を短くしても交差点内の円滑な交通を確保

できることを説明（説明事例 25 参照）。 

４車線以上で整備する交通量があ

っても２車線で整備する場合 

『道路の交通容量』（日本道路協会）によりピーク

特性等を検証した結果、２車線での整備が許容され

ることを説明（説明事例 26 参照）。 

堤内地側に耐震対策として液状化

対策工法を施工する場合（河川の

耐震対策） 

『河川堤防の液状化対策の手引き』（土木研究所）

により液状化対策の必要性、工法の妥当性等につい

て説明。 

「多自然川づくり」の観点を踏ま

え、部分的に広い川幅を確保して

整備する場合 

『中小河川に関する河道計画の技術基準：解説』

（多自然川づくり研究会）により旧川敷等を活用し

て広い川幅を確保する必要性を説明（説明事例 27 参

照）。 

 

Q.Ⅴ-12（道路・河川）道路構造令や河川管理施設等構造令の特例値又は標準値から特例

値の間にあるような値（以下「特例値等」という。）を採用する場合や規定値をラ

ンクアップする場合には、どのような説明をすればよいですか？  

A.Ⅴ-12 道路構造令や河川管理施設等構造令の特例値等を採用する場合や規定値をラン

クアップする場合には、周辺の地形の状況や標準的な値を採用した場合の弊害等を

説明することにより、合理性を説明します（説明事例 28,29,30,31,32,33,34,35 参

照）。 

Q.Ⅴ-10（共通）事業に必要な予算等が講じられていることを説明する資料は参考資料に

何年分添付すればよいですか？  

A.Ⅴ-10 必要なのは、申請年度の予算が措置されていることが分かる資料です。国から

の補助金等がある場合には交付決定通知書等、地方公共団体の予算が入っている場合

には、当該予算措置がなされていることが分かる資料を添付します。 
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Q.Ⅴ-13（道路）暫定２車線の道路として事業を実施していますが、将来的に４車線とす

る計画がある場合に、４車線分の用地を起業地として事業認定申請することはでき

ますか？  

A.Ⅴ-13（道路）４車線で事業を実施することが決定されており、申請時点において計画

交通量等から４車線で整備する必要性を説明できる場合には、暫定２車線、完成４

車線それぞれの供用開始時期を申請書に明記することによって、４車線分の用地を

起業地として事業認定申請することが可能です。また、暫定２車線で既に供用して

いる事業について、４車線化することを内容とする事業認定申請も可能です。完成

４車線の事業化が未定の場合は、暫定２車線供用の事業計画で事業認定申請を行う

ことになります。 

 

Q.Ⅴ-14（道路）都市計画において設置位置が定められている道路附属物（換気塔等）を

設置したい場合、必要性や設置位置の妥当性等の説明をどのように行えばよいです

か？ 

A.Ⅴ-14 道路附属物（換気塔等）を設置する場合には、参考資料において必要性等を説

明する必要がありますが、都市計画決定時に当該施設の必要性等について説明、議

論等がなされているような場合にはこれらの資料を参考資料として添付し、有力な

疎明資料として活用することが可能です（説明事例 36 参照）。 

 

Q.Ⅴ-15（道路）都市計画において幅員が定められている道路を整備したい場合、当該道

路の計画幅員は、都市計画決定されていることを根拠として説明することで足りま

すか？ 

A.Ⅴ-15 都市計画決定されている都市施設の事業計画であったとしても、道路構造令等

の技術基準に照らして計画幅員の合理性を説明する必要があります。なお、道路構

造等の見直しにより、事業計画が都市計画と一致していない場合には、道路構造令

の規定等から合理性を説明します。またその際には、都市計画部局から、事業認定

申請時点では都市計画の変更手続を行う必要がないことを確認した旨、若しくは軽

微な変更に該当するため変更手続を省略できる旨を確認していることを説明しま

す。（例 都市計画部局と協議した際の記録簿を添付して説明する等） 

 

Q.Ⅴ-16（道路）非常駐車帯を設置したいのですが、都市計画において設置位置が定めら

れていません。このような場合、必要性や設置位置の妥当性をどのように説明すれ

ばよいですか？ 

A.Ⅴ-16 非常駐車帯の必要性については、道路構造令の規定や実施しようとする事業の

幅員構成等から非常駐車帯を設置しなければならない理由を説明します。設置間隔

については、長大橋やトンネル等の構造上の制約、停止頻度の高い箇所等を踏ま

え、どのような間隔で配置するのかについて説明します（説明事例37参照）。 

 

Q.Ⅴ-17（道路）パーキングエリア等の休憩施設を設置したい場合、必要性や設置位置の

妥当性等の説明をどのように行えばよいですか？ 

A.Ⅴ-17 パーキングエリア等の休憩施設の必要性については、実施しようとする事業の

内容等から休憩施設を設置しなければならない理由を説明します。設置位置につい

ては、長大橋やトンネル等の構造上の制約等を踏まえ、どのような位置に設置する

のかについて説明します。なお、設置位置について、起業者の内規において規定が

ある場合には、それを参考資料として添付し、有効な疎明資料として活用すること

が可能です（説明事例 38 参照）。 
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Q.Ⅴ-18（道路）除雪車待避所を設置したいのですが、道路構造令等には規定がありませ

ん。このような場合、必要性や設置位置の妥当性をどのように説明すればよいです

か？ 

A.Ⅴ-18 除雪車待避所の必要性については、除雪時における当該道路のサービス水準を

確保する観点等から除雪車待避所を設置しなければならない理由を説明します。設

置間隔については、切土区間や市街地近接部等の構造上の制約、除雪車両の作業速

度等を踏まえ、どのような間隔で配置するのかについて説明します。なお、設置計

画について、起業者の内規において規定がある場合には、それを参考資料として添

付し、有効な疎明資料として活用することが可能です（説明事例 39 参照）。 

 

Q.Ⅴ-19（共通）事業認定申請を予定している事業の構造に影響を及ぼす他事業の事業計

画があり、その事業計画を考慮した構造で申請する場合、どのような説明が必要に

なりますか？ 

A.Ⅴ-19 事業認定申請を予定している事業の構造に影響を及ぼす他事業の事業計画があ

り、その事業計画を考慮した構造(例えば、全線盛土構造のところ、他事業と交差部

分のみ高架構造とする等)で申請する場合には、申請時点で他事業が確実に完成する

ことの説明が必要になります。例えば、他事業の用地取得が全て取得済みであるこ

とや同時期に事業認定申請が予定されていること等で説明します。 

 

Q.Ⅴ-20（道路）事業計画の諸元について、横断勾配や排水計画はどのような説明を行えば

よいですか？ 

A.Ⅴ-20 標準横断勾配については説明事例 40 を、排水計画については説明事例 41 を参

照ください。 

 

Q.Ⅴ-21（道路）本線シフトを伴う交差点が複数近接しており、走行性及び安全性を確保

するために中央帯幅員を広く設ける場合はどのような説明が必要ですか？ 

A.Ⅴ-21 交差点の設置間隔や本線シフトを伴う交差点である旨の説明や道路構造令に基

づく規定値で中央帯幅員を計画した場合の問題点及び計画した中央帯の幅員の根拠

を説明する必要があります（説明事例 42参照）。 

 

（２）申請事業の施行により得られる公共の利益 

事業計画等により得られる公共の利益が相当程度存することを説明することが必要であ

り、 

・申請事業を実施する理由として、現在生じている具体的な不利益や損失（又は将来的に

発生すると予想される不利益や損失） 

・申請事業の施行により見込まれる効果 

を中心に事業計画の適正性、合理性を示すこととなります。具体的には、各申請事業の

内容に応じ大きく異なるため、以下に代表的な申請事業について説明すべき事項の大枠

を示します。本手引きにて紹介する事業認定申請書及び事業計画の例も参考にしてくだ

さい。 
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Q.Ⅴ-22（共通）得られる公共の利益の説明にあたり、事業評価68の際の説明資料、都市

計画決定時の資料などの既存資料やデータを活用することはできますか？ 

A.Ⅴ-22 その有効性（事業認定時において一般的に用いられている手法により算出され

た最新のデータか、将来予測をしたデータについてはその予測年を経過していない

か等）を精査した上で問題なければ、事務負担の軽減の観点から既存資料やデータ

は積極的に活用すべきです。なお、これは公共の利益の説明に限られたことではな

く、事業認定申請全般にいえることです。 

 

①交差点改良事業 

混雑緩和を目的とする事業の場合には、交差点の混雑状況を全国道路・街路交通情勢調

査等に基づく混雑度、独自に調査した最大渋滞長69・最大通過時間70又は地域の協議会等に

より特定されている主要渋滞箇所及び特定された理由等により説明します（説明事例43参

照）。 

また、事業の効果として交差点の混雑状況がどの程度緩和されるか又は所要時間がどの

程度短縮されるかを説明します。その際、現道を拡幅する場合には現道拡幅後の混雑度等

を示しながら説明します。 

交通事故の防止を目的とする事業の場合には、交通量、道路構造令の基準を充足してい

ない状況（右折車線未設置・線形不良等）等を説明するとともに、現道における交通事故

の発生状況71（道路構造令の基準を充足しない箇所における事故発生件数や事故類型等）

等を用いて交通事故発生の危険性72を説明します（説明事例 44 参照）。 

事業の効果は、当該道路事業の施行によりどの程度交通の安全性が高まるかであり、当

該道路事業施行後における道路構造令に定める基準の充足状況や、安全性の向上等につい

て説明します。 

 

Q.Ⅴ-23（共通）規模の小さい事業でも事業認定を受けられますか？ 

A.Ⅴ-23 事業規模の大小にかかわらず事業認定は受けられます。なお、交差点改良事業

に限らず、以下に挙げられている歩道を整備する道路事業、線形改良を目的とする

道路事業等他の事業においても同様です。 

 

Q.Ⅴ-24（道路）計画交通量はいつ時点のものを用いるのですか？ 

A.Ⅴ-24 道路が半永久的な施設であることにかんがみ、予測できる最も将来の数値（令

和５年度時点では令和22年の数値）を用いることが通常です（説明事例45参照）。 

 

 

 

 
68 起業者が国である場合には、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき行われるが、地方公共団体が独

自の取組として行っている場合の事業評価も含まれる。また、新規事業採択時評価のほか、再評価も含む。 
69 渋滞長とは、１回の信号待ちで通過できずに残っている車列の長さのことをいう。 
70 通過時間とは、渋滞時の交差点通過時間のことをいう。 
71 使用するデータの出典は特段決まっていないが、警察による公表データの他、一般財団法人交通事故総合分析

センター（イタルダ）によるデータの活用が可能。 
72 「③歩道を整備する事業」も参照。 
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Q.Ⅴ-25（道路）最大渋滞長・最大通過時間はどのように調査すればよいですか？ 

A.Ⅴ-25 渋滞長は、車両が自由走行を阻害されて、発進停止を繰り返し低速走行してい

る状態の車列長を 10分毎に 50ｍ単位で観測し、通過時間については、最も渋滞の激

しいと思われる１流入部について、渋滞区間を通過する時間を 10 分毎に調査するこ

ととなっています。 

（出典：『交通渋滞実態調査マニュアル（案）』平成２年２月建設省土木研究所） 

 

Q.Ⅴ-26（道路）交差点改良時点における現道のあい路として、渋滞長・通過時間を説明

する場合にはどれくらい混雑が発生していることが必要ですか？ 

A.Ⅴ-26 現に相当程度の混雑が発生しており、交通の円滑化を図る必要がある状況にあ

ることを地域の実情に応じて説明できることが必要です。 

   なお、過去の認定事例では、現況の交差点解析をしたうえで、最大渋滞長が150ｍ

～1820ｍ、最大通過時間が２分～18 分となっています。（※これらの数値は、指標

ではないため、事業ごとに判断します）また、起業者において一定の渋滞長・通過

時間以上の場合に重点的に対策を講じることとしている場合には、それらを参考と

することができます。  

 

Q.Ⅴ-27（道路）全国道路・街路交通情勢調査における一般交通量調査の調査地点となっ

ていないなどの理由から、独自で混雑度を調査する場合、調査日はいつでもよいで

すか？ 

A.Ⅴ-27 全国道路・街路交通情勢調査における一般交通量調査は、９月～11月の平日中

に、月、金、土、日、祝祭日及びその前後の日、通常と異なる交通状態が予想され

る日を避けるように調査が行われています。独自で混雑度を調査する場合、９月～

11月に調査月を限定する必要はありませんが、全国道路・街路交通情勢調査におけ

る一般交通量調査と同様に、通常と異なる交通状態が予想される日を避けて調査を

すべきと考えられます（説明事例46参照）。 

 

②混雑緩和を目的とする道路事業73 

現道の混雑状況を全国道路・街路交通情勢調査等に基づく混雑度、独自に調査した最大

渋滞長・最大通過時間又は地域の協議会等により特定されている主要渋滞箇所及び特定さ

れた理由などにより説明します。 

また、事業の効果として現道の混雑状況がどの程度緩和されるか又は所要時間がどの程

度短縮されるかを説明します。その際、バイパス道路新設の場合には現道及びバイパス道

路の計画交通量を（説明事例 47 参照）、現道を拡幅する場合には現道拡幅後の混雑度等

を示しながら説明します。 

 

③歩道を整備する事業74 

自動車、自転車及び歩行者の交通量、道路構造令の基準を充足していない状況（歩道未

設置、路肩狭小等）等を説明するとともに（説明事例 48 参照）、現道における交通事故

の発生状況 71（内訳として歩行者や自転車が関係した事故件数等を含む。）等を用いて交

 
73 Q.Ⅴ-16～20 も参照。 
74 自転車道、自転車通行帯及び自転車歩行者道を含む。Q.Ⅴ-16 も参照。 
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通事故発生の危険性を説明します（説明事例 49 参照）。交通事故が発生していない場合

は通学路の指定状況や現通学路の問題点などにより説明します（説明事例 50 参照）。ま

た、歩道が未設置であるために通学路の指定がされておらず、やむを得ず別の道路が通学

路として指定されている場合には、現通学路の問題点（学校までの迂回距離など）、歩道

未設置区間における一般歩行者の路肩通行実態などにより説明します。 

事業の効果は、当該道路事業の施行によりどの程度交通の安全性が高まるかであり、当

該道路事業施行後における道路構造令に定める基準の充足状況や、安全性の向上等につい

て説明します。 

 

Q.Ⅴ-28（道路）道路構造令では、歩道等の設置について各側（両側）に設けると規定さ

れていますが、片側歩道の設置は認められないのですか？  

A.Ⅴ-28 道路構造令の歩道等の規定では、「地形の状況その他の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。」とされているため、全体計画区間又はその一

部区間において片側歩道等とする計画の場合は、やむを得ない理由を説明すること

が可能であれば設置が認められることになります（説明事例 51 参照）。 

 

④災害危険箇所の回避を目的とする道路事業 

現道の過去の被災履歴又は被災履歴がない場合は道路防災総点検75による要対策箇所と

なっていることなどにより危険である状況を説明します。また、必要に応じて幅員狭小、

線形不良等の問題点も説明します（説明事例 52,53 参照）。 

事業の効果は、当該道路事業の施行によりどの程度交通の安全性が高まるかであり、当

該道路事業施行後における災害危険箇所の回避の状況を説明します（説明事例54参照）。 

 

⑤線形改良を目的とする道路事業76 

道路構造令の基準を充足しない（曲線半径、縦断勾配等）箇所数等を説明するととも

に、交通事故の発生状況（道路構造令の基準を充足しない箇所における事故発生件数や事

故類型等）71 や防災上の問題点（異常気象時の通行禁止等）等を説明します（説明事例

55,56 参照）。 

また、事業の効果として事業施行後における道路構造令に定める基準の充足状況を説明

しつつ、交通の円滑性や安全性の向上、移動時間の短縮効果等について説明します。 

 

Q.Ⅴ-29（道路）局部的な線形改良事業や道路拡幅事業を行う場合の公益性の説明はどの

ように行えばよいですか？ 

A.Ⅴ-29 未整備区間の前後の供用済み区間を全体計画区間に含めるか含めないかを判断

したうえで、全体計画区間の整備によって発揮できる公益性を説明することになり

ます（説明事例１,57 参照）。 

 
75 道路防災総点検とは、過去の度重なる自然災害を受け、平成８年度にすべての道路を対象とした総点検が実施

され、災害要因箇所の抽出と対策優先度の評価を行い「防災カルテ」を作成されている。また、平成18年度には

点検要領の改正に伴い、再度総点検が実施されている。なお、平成18年度以降においても定期的に防災カルテ点

検及び日常の道路管理を通じて、フォローアップされている。 
76 Q.Ⅴ-16 も参照。 
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⑥スマートインターチェンジを整備する事業77 

 既存のインターチェンジ、既存のインターチェンジへの接続道路又は高速道路と並行す

る一般道のいずれかについて、例えば①と同様の形で混雑状況を説明するなど、現在生じ

ている不利益や損失を説明します（説明事例 58参照）。 

事業の効果としては、例えば①と同様に現道の混雑状況がどの程度緩和するかなど現在

生じている不利益や損失の解消について説明します。 

 

⑦高速道路ネットワークを整備する事業 

申請事業が高速自動車国道等78の場合、事業計画の合理性を説明する前提として、当該

路線全体の整備状況・将来計画について説明する必要があります。また、申請に係る事業

区間に設けられるインターチェンジに接続する一般国道等の道路の整備状況についても説

明します。さらに、例えば①のように混雑状況を説明するなど、現在生じている不利益や

損失を説明します。 

加えて事業の広域的な効果として、「広域的な高速道路ネットワーク整備による長距離

区間の走行時間の短縮」、「各地点間における定時性の確保」、「交通の分散導入による

大都市圏域全体の交通円滑化」、「長距離交通と地域内交通の分離による現道の交通混雑

の緩和、交通安全の確保」などを説明するとともに、例えば①のように現在生じている不

利益や損失の緩和についても説明します。 

 

Q.Ⅴ-30（道路）高規格道路等の整備とあわせて一般国道等にアクセスするための「アク

セス道路」については、高規格道路等の公益性を発揮するために必須の事業となる

ため、アクセス道路に残件がある場合、高規格道路等と同時に事業認定申請を行う

こととされていますが、アクセス道路単体での公益性の説明が難しい場合に、どの

ような説明方法が考えられますか？ 

A.Ⅴ-30 高速自動車国道等とアクセス道路はその機能として相互補完関係にあることか

ら、アクセス道路の公益性として、高速自動車国道等と接続することを述べること

になると考えられます。その際には、他方の事業（この場合は高速自動車国道等）

の進捗状況等や自らの事業（アクセス道路）との相互補完関係等を事業認定申請書

に記載することになります。 

 

⑧治水を目的とする河川事業 

治水計画は、近年の自然災害（水害被害）の頻発を契機に、従前の過去の降雨実績に基

づく計画（治水計画）から今後は気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画（流域

治水）へ見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、

地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため

の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進

めていくこととされたところである。 

 
77 Q.Ⅴ-16～20 も参照。 
78 高速自動車国道や自動車専用道路（一般国道等の自動車専用道路を含む。）をいう。 
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過去に被災履歴があること又は被災履歴がない場合は水防法第 14 条の規定に基づき洪

水浸水想定区域に指定されていること及び指定に際して設定された被害想定を説明しま

す。 

事業の効果として、洪水防御計画79における目標流量80を下回り、洪水防御計画が前提と

する大規模降雨が発生した際にも、洪水防御計画における目標流量を下回るとともに、洪

水が安全に流下可能となり、被害を未然に防止できることを説明します（説明事例

59,60,61 参照）。なお、参考資料として計画規模及び比流量81について他の河川と比較し

た資料も用意します。 

 

Q.Ⅴ-31（河川）激甚な水害の再発防止のために洪水防御計画に位置づけられた事業のう

ち、暫定形状での事業を行う場合には洪水防御計画を変更しないと事業認定は受け

られないのですか？ 

A.Ⅴ-31 河川激甚災害対策特別緊急事業等82により洪水防御計画の目標規模を超過しな

い範囲での整備を行うこととなった場合は、緊急的対応として優先的に実施すべき

事情があったものとして事業認定を受けることが可能ですので、その旨を説明して

ください。 

 

Q.Ⅴ-32（河川）河川整備基本方針は策定済みであるが河川整備計画については未だ策定

されていない場合（策定中の場合）には、事業認定は受けられないのですか？ 

A.Ⅴ-32 河川整備基本方針において定めている計画高水流量を流下させるために必要な

整備の内容であり、その計画の妥当性を説明することにより、事業認定を受けるこ

とができます。 

 

⑨利水を目的とする河川事業 

 現在の水需要量又は将来の水需要予測量83が、現在の水供給能力を上回っていることを

説明します。 

 事業の効果として、現在の水需要量又は将来の水需要予測量に対応した水供給能力が具

備されることを説明します。 

 

⑩海岸事業 

過去に被災履歴があること又は被災履歴がない場合は水防法第 14 条の３の規定に基づ

き高潮浸水想定区域に指定されていること及び指定に際して設定された被害想定を説明し

ます。被災履歴がない場合は津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項の規定に基づ

 
79 河川整備基本方針及び河川整備計画又は工事実施基本計画のことを指す。原則として「国土交通省河川砂防技

術基準」に整合しているものであることが必要（整合していない場合はその合理的な理由を説明することが必

要。）。 
80 洪水防御計画が前提とする大規模降雨が発生した際、治水事業を施行した後に、基準地点において安全に流下

させるべき流量。その算出根拠を参考資料として添付する。 
81 流域の単位面積あたりの流量のことであり、流出量を流域面積で除して算出する。 
82 河川激甚災害対策特別緊急事業、河川災害復旧等関連緊急事業、床上浸水対策特別緊急事業、河川等災害関連

事業等の再度災害防止のために緊急的に行う事業。 
83 原則として、水需要予測の一般的手法である『水道施設設計指針』（社団法人日本水道協会）、『工業用水道施

設設計指針』（社団法人日本工業用水協会）等に即して算出されているものであることが必要。 
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き設定された津波浸水想定によっても説明できます。 

事業の効果として、高潮、波浪、津波又は海岸侵食に対して、海岸保全施設の設置によ

り、被害を未然に防止又は軽減できることを説明します（説明事例 62 参照）。 

 

⑪砂防事業 

過去に被災履歴があること又は被災履歴がない場合は土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律第７条の規定に基づき土砂災害警戒区域に指定されてい

ること及び指定に際して設定された被害想定を説明します。 

事業の効果として、豪雨時における土石流災害を抑制し、被害を未然に防止又は軽減で

きることを説明します（説明事例 63 参照）。 

 

Q.Ⅴ-33（砂防）砂防事業を行う場合、何に基づいて公益性を説明すればよいですか？ 

A.Ⅴ-33 被災履歴、土砂災害警戒区域等への指定状況や被害想定（人家や公共施設）等

を説明します。 

 

Q.Ⅴ-34（砂防）砂防設備の位置選定の比較方法が分かりません。 

A.Ⅴ-34 支持地盤等の地質条件、流路幅の広狭等の地形条件、施工の難易度、自然環境

への影響、土地利用の現況、経済性等を踏まえ、例えば砂防堰堤であれば対象渓流

の上下流域に整備する複数案を比較することが考えられます（事例 17,18,21 参

照）。 

 

Q.Ⅴ-35（砂防）砂防事業を行う場合の全体計画の範囲や起業地縮小の方法が分かりませ

ん。 

A.Ⅴ-35 一般的には砂防指定地内に設置される砂防施設を全体計画の範囲として公益性

を説明します。なお、既に取得済みの用地がある場合には、流路工、工事用道路等

を除外し、砂防堰堤、堆砂地等の範囲まで起業地を縮小することも可能です。 

 

 ⑫基幹的農道を整備する事業 

道路構造令の基準を充足しない（幅員狭小、曲線半径等）箇所数等を説明するととも

に、幅員狭小ですれ違いが困難なため農作物の輸送に時間を要すること、路面の損傷が激

しく出荷時において荷痛みが発生していること等を説明します。 

また、事業の効果として事業施行後における道路構造令に定める基準の充足状況を説明

しつつ、走行時間の短縮等に伴う荷痛み防止の効果、安全性の向上等について説明します

（説明事例 64 参照）。※基幹的農道の構造規格は農林水産省の基準により道路構造令に

準拠することとされている。 

 

⑬臨港道路を整備する港湾事業 

港湾関係の交通や地域住民の地域内交通等による現道の混雑状況を独自に調査した混雑

度又は独自に調査した最大渋滞長・最大通過時間により説明します。 

また、事業の効果として現道の混雑状況がどの程度緩和されるかを説明します。 

その際、バイパス道路新設の場合には現道及びバイパス道路の計画交通量を、現道を拡
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幅する場合には現道拡幅後の計画交通量を示しながら説明します（説明事例 65 参照）。 

 

 ⑭都市高速鉄道の仮線を設置する附帯事業 

  都市高速鉄道の本体は都市計画事業として事業認可を受け、仮線のみを工事期間中の一

時使用地として事業認定を受ける事業となります。このような事業の場合には、本体事業の

必要性（例：本路線と交差する道路が踏切で平面交差しているため、慢性的な交通渋滞が発

生しており、本体事業の高架化が完成することによって、交通渋滞の緩和が図られるととも

に、沿線地域の一体的なまちづくりの推進に寄与する）を説明したうえで、事業施行の工法

として仮線工法が妥当であることを説明します（説明事例 66 参照）。 

 

（３）申請事業の施行により失われる利益 

事業計画等により失われる利益がない又は軽微であることを説明します。失われる利益

の代表的なものは生活環境への影響、保全すべき動植物への影響、史跡・文化財への影響

です8485。 

①生活環境への影響 

環境影響評価法等の対象事業である場合には、環境影響評価86の結果を活用して、大

気、振動、騒音等の生活環境への影響を説明します。環境影響評価法等の対象事業でない

場合には、必ずしも全ての項目について調査を行う必要はなく、起業地周辺の状況に照ら

し、工事や施設の供用により影響が見込まれる項目についてのみ、調査を行ってくださ

い。 

  なお、環境影響評価等実施済の事業においても評価後に計画交通量やレッドリスト等の 

 基準の改定があった場合には、申請時点の最新の基準に基づくフォローアップが必要とな 

りますこれは「②保全すべき動植物への影響」においても同様の対応が必要です。 

 

Q.Ⅴ-36（共通）影響がない又は軽微として説明できるのは、騒音が環境基準等87を満足

する場合など特段の措置を講ずる必要がない場合のみですか？ 

A.Ⅴ-36 騒音が環境基準を超過すると予測される場合にあっても、遮音壁の設置、仮囲

いの設置等の影響の軽減措置を起業者が講ずることにより、影響がない又は軽微と

評価される場合も含まれます。 

 

 
84 その他地域社会への影響（景観、人と自然の触れ合いの活動の場）等も考慮すべき場合がある。なお、土地所

有者等の有する現在の土地利用による効用は正当に補償されることにより補填されるため、失われる利益には含

まれない。 
85 法第 20 条第３号の要件として、得られる公共の利益と失われる利益の比較衡量が必要となる。得られる公共

の利益が全体計画区間で説明を行うことから失われる利益についても全体計画区間で検討を行う必要がある。

（起業地縮小をする場合においても、全体計画区間で検討を行う必要がある。） 
86 技術指針等に位置づけられた一般的な手法に基づいていること、入手可能な最新の知見に基づいていることが

必要。環境影響評価を実施した根拠規定、当該環境影響評価で採用されている調査、予測、評価の具体的手法の

根拠規定を明らかとする。 
87 騒音に係る環境基準（平成 10 年９月 30 日環境庁告示第 64 号）、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に

関する基準（昭和 43 年 11 月 27 日厚生省・建設省告示第１号）、学校衛生基準（平成 21 年３月 31 日文部科学省

告示第 60 号）等がある。 
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Q.Ⅴ-37（共通）大気質、騒音等について既に環境基準等を超えている場合、事業の施行

に当たって対策を講じても環境基準等を満足しないような場合にはどのような説明

を行えばよいですか？ 

A.Ⅴ-37 そのような場合には、既に環境基準を超えていることを具体的な数値を示しな

がら説明しつつ、起業者としては必要な対策は取ること、事業による影響は軽微で

あること等について説明することになります。 

 

Q.Ⅴ-38（共通）環境影響評価法等の対象事業でない場合には、どのような工夫が考えら

れますか？ 

A.Ⅴ-38 必ずしも環境影響評価の全ての項目について調査を行う必要があるわけではな

く、地域の特性等を踏まえ必要な項目について評価すれば足ります（説明事例

67,68,69 参照）。また、近傍類似事業において環境影響評価が実施されている場合

にはその結果を援用することなどにより改めて調査を行わないことも可能です。 

  例えば以下のような対応が考えられます。 

・道路事業における大気質及び騒音について、交通量、構造ともに近似している箇

所の自動車排出ガス測定局データを活用すること（説明事例 70 参照）。 

・自動車の走行に係る大気質・騒音・振動について、近傍類似事業における予測デ

ータを活用すること（説明事例 71参照）。 

・過去に行った調査結果が現時点の基準等に照らしても問題ないことを疎明するこ

とにより、現在の基準等に基づいた再調査は不要とすること。 

 

②保全すべき動植物への影響 

環境影響評価法等の対象事業である場合には、環境影響評価 86 の結果を活用して、環境

省レッドリスト等に記載されている保全すべき動植物88への影響を説明します89。生活環境

への影響と同様、対象事業でない場合には、必ずしも全ての項目について調査を行う必要

はなく、起業地周辺の状況に照らし、工事や施設の供用により影響が見込まれる項目につ

いてのみ、調査を行ってください。 

 

Q.Ⅴ-39（共通）影響がない又は軽微として説明できるのは、周辺に同様の生息環境が広

く残される場合など特段の措置を講ずる必要がない場合のみですか？ 

A.Ⅴ-39 起業地外への希少植物への群落の移植、水路の設置による魚類の移動経路の確

保等の影響の軽減措置を起業者が講ずることにより、影響がない又は軽微と評価さ

れる場合も含まれます。 

 

 

 

 

 

 
88 文化財保護法による天然記念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生

動植物種、環境省レッドリスト・レッドデータブックによる絶滅危惧種及び都道府県が作成したレッドリストに

よる絶滅危惧種を確認する。 
89 既に保全措置を終えている場合、写真等を添付し、具体的な移設・移植時期、方法、経過・状態を説明するこ

とが望ましい。 
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Q.Ⅴ-40（共通）環境影響評価法等の対象事業でない場合には、どのような工夫が考えら

れますか？ 

A.Ⅴ-40 生活環境への影響と同様、必ずしも環境影響評価の全ての項目について調査を

行う必要があるわけではなく、地域の特性等を踏まえ必要な項目について評価すれ

ば足ります。また、過去に大規模事業を行った箇所付近で交差点改良等の小規模事

業を行う際には、大規模事業において環境影響評価が実施されている場合にはその

結果を援用することなどにより改めて調査を行わないことも可能です。 

  例えば以下のような対応が考えられます。 

・動植物の現況について「河川水辺の国勢調査」を活用すること（ただし、調査範

囲が全体計画区間を網羅しているかは精査が必要。）（説明事例 72 参照）。 

・都市部で行う事業などで、周辺に重要な動植物が存在しない可能性が高い場合に

は、文献調査及び専門家からの意見により、現地調査を省略すること（説明事例

73 参照）。 

・過去に行った調査結果が現時点の基準等に照らしても問題ないことを疎明するこ

とにより、現在の基準等に基づいた再調査は不要とすること。 

なお、起業者から県環境部局長に対し、事業実施により希少動植物に及ぼす影響に

ついて文書照会し、影響は軽微である旨の回答文書を得たことをもって動植物への

影響を軽微であると認定した事例があります。 

 

③文化財への影響 

文化財保護法に基づき届出が必要な土地は、Ⅳ３（６）の法令制限地に該当する90た

め、事業認定申請書に教育委員会の意見書を添付することが必要であり、それを基に文化

財への影響がない又は軽微であることを説明します。 

具体的には、史跡、周知の埋蔵文化財包蔵地等の存在が認められていないこと又は教育

委員会等が史跡、周知の埋蔵文化財包蔵地等を起業地に含めることに異存がない旨を回答

していること若しくは記録による保存を起業者に対して指示していることなどを説明しま

す。そのため、参考資料には、①（起業者がしていれば）埋蔵文化財包蔵地照会にかかる

教育委員会等からの回答、②試掘調査結果等、③発掘調査実績報告書を最低限添付するこ

とが必要となります。 

 

（４）代替案との比較 

都市計画決定が行われていない事業において、大規模な公共事業等であって具体的な代

替案が判明している場合や容易に想定される場合には、代替案との比較も説明することが

必要となります。代替案との比較を行う場合の具体的な観点としては社会的観点（潰地面

積、支障物件、地域の土地利用・周辺環境に与える影響、保全すべき環境等への影響）、

技術的観点（目的達成のために効率的かつ良好な計画であること、施工の技術的困難

性）、経済的観点（施行に要する費用）があり、これらにつき総合的に勘案した結果、申

請案が優位であることを説明します91。なお、周囲の地形や土地利用の状況等から具体的な

代替案が想定できない場合には、代替案との比較を行う必要はありません。（説明事例

74,75,76,77 参照） 

 
90 埋蔵文化財包蔵地の可能性地や隣接地に関しては、原則、法令制限地には含めないものとする。 
91 起業地縮小を行う場合も、全体計画区間に対応する代替案を設定し検討することが必要。 
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Q.Ⅴ-41（共通）代替案は観念的には無限に存在し、どこまで検討する必要があります

か？ 

A.Ⅴ-41 比較検討すべき代替案の範囲は事業計画に照らしその存在が顕著なものに限定

され、例えば市道事業を行おうとする場合に他の交通手段や国道事業を代替案とす

るなど、観念的に存在するのみで現実の施行が困難な代替案や、他の起業者でない

と施行できない代替案は、比較検討の対象外とします。なお、行政機関が行う政策

の評価に関する法律等に基づき事業評価を行った事業については、その結果を活用

することができます。 

 

Q.Ⅴ-42（共通）都市計画決定時に代替案の検討がされているものも、再度事業認定のた

めに検討する必要があるのですか？ 

A.Ⅴ-42 都市計画決定がされている申請事業については、都市計画手続を経て都市施設

等の配置を定めることとなっているため、原則代替案との比較を行う必要はありま

せん92。ただし、代替案比較まで要さない都市計画決定されている事業についても、

コントロールポイント93等を明らかにし、ルート選定の合理性等は説明します（説明

事例 78 参照）。なお、代替案との比較が省略された場合でも、起終点の説明は必要

となります。 

 

Q.Ⅴ-43（共通）事業計画と都市計画との間に不整合箇所がある場合、直ちに都市計画の

変更を行わなくても事業認定は受けられるのですか？ 

A.Ⅴ-43 不整合箇所がある場合には、都市計画部局からヒアリングを行い、直ちに都市

計画の変更は要しないことが確認できれば、事業認定を受けることは可能です（ヒ

アリング結果を参考資料に添付）。ただし、不整合の理由は説明します（説明事例

79 参照）。 

 

４．法第 20条第４号要件の適合性の説明 

（１）申請事業の供用による公益性の発揮を早期に図る必要性があること。 

申請事業の供用を早期に図る公益上の必要性があり、申請事業の工事工程等から見て、

事業認定時において収用をする必要性があることを示す必要があります。 

具体的には、交通混雑が慢性化していること、水害の危険性が高いことといった現在の

問題点を放置しておけない状況を示すほか、関係地方公共団体等からの早期事業実施に係

る要望等も必要性を示す一助となります。 

 

（２）収用しようとする土地等が申請事業の公益性の発揮のため必要な範囲に存すること。 

法第 20 条第３号の要件において公益性が認められた事業計画に照らし収用しようとする

土地等の範囲が公益上の必要な範囲に存することを示す必要があります。 

 
92 都市計画決定時から長期間経過し事情が変化している場合や利害関係人の意見書や公聴会の意見等により事業

の施行位置等に合理的な疑問が呈されている場合を除く。また、都市計画と事業計画が完全に一致していない場

合、不一致箇所を図面にて表示し、その理由を説明し、基本的内容が整合していることを説明することが必要。 
93 周辺の地形や地質、土地利用の現状及び土地利用規制、既存の公共施設及び公共施設の設置計画、遺跡等文化

財、景観資源の状況からみて、ルート選定の際に考慮すべき事項のことをいう。 



      

38 
 

 

（３）収用・使用の別の合理性 

「使用」とは、「収用」のように所有権すべてを起業者に移転するのではなく、時間的

又は空間的にその一部の私権の行使を制限することを目的とするものであり、「使用」で

足りる土地についてより権利制限の程度の強い「収用」を用いることは、相当とは認めら

れないため、申請事業の公益性の発揮のために「収用」と「使用」を合理的に使い分けて

いることを説明する必要があります。 

 

Q.Ⅴ-44（道路）一時使用地が必要な場合は、どのような説明が必要ですか？ 

A.Ⅴ-44 必要となる使用地の幅や工事内容等を基準や図面等の根拠資料を用いて、説明

を行います（説明事例 80,81 参照）。 

 

Q.Ⅴ-45（道路）トンネル坑口部の収用と使用の判断については、どのような説明が必要

ですか？ 

A.Ⅴ-45 周辺の状況やトンネル構造、基準等を根拠にして、収用が必要な範囲と使用で

足りる範囲の説明を行います（説明事例 82 参照）。 
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Ⅵ．事業認定の効力の期限   

事業認定告示の日から１年以内に裁決申請しない場合又は事業認定告示の日から４年以内

に明渡裁決の申立てをしない場合には、期間満了の日の翌日から事業認定の効力が失われま

す。事業認定を申請するに当たっては、事業の供用による公益性の発揮を早期に図る必要性

が求められることや、長期間にわたって土地所有者等を不安定な状況におくことは避けるべ

きであるという観点からは、可能な限り早期に裁決手続に進むことが望ましいものの、用地

取得を段階的に行おうとしている場合などにおいて、事業に必要な土地すべてについてほぼ

同時期に一斉に補償金を支払うこととなると予算上の手当に支障が生じることなどが想定さ

れることから、法には事業認定の効力が発生する時期を最大３年間保留することができる制

度（手続保留制度）が規定されています94（法第 31 条）。 

手続保留を行おうとする場合、事業認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業

地の範囲を記載した手続の保留の申立書を事業認定庁に提出する95必要があります（法第 32

条第１項）。 

なお、保留していた事業認定の効力を発生させるときは、都道府県知事に対しその旨を申

し立てる必要があります96（法第 34条）。 

 

Q.Ⅵ-1 手続保留制度は工区割り等をして用地取得を段階的に行う場合しか活用できま

せんか？ 

A.Ⅵ-1 手続保留制度はそのような場合のみならず、起業地が多数共有地であり土地所

有者等やその所在の把握に期間を要する場合などにも活用することができます97。 

 

Q.Ⅵ-2 手続開始の申立ては、手続保留された土地の全部を一度に行う必要があるので

すか？ 

A.Ⅵ-2 部分的に順次行っていくことも可能です。 

 

Q.Ⅵ-3 事業の認定は告示日から効力を生じますが、事業の認定の効力にはどのような

ものがありますか？ 

A.Ⅵ-3 事業認定の効力には、次のようなものがある。 

①関係人の範囲の制限（法第８条第３項）②あっせんの打切り（法第 15 の４

条）③起業地表示図の長期縦覧（法第26条の２）④補償等の周知措置（法第28条の

２）⑤土地の保全義務（法第28条の３）⑥土地物件調査権の発生（法第35条）⑦土

地調書及び物件調書の作成（法第36条）⑧裁決申請権（法第39条第１項）⑨裁決申

請請求権（法第39条第２項）⑩補償金の支払請求（法第46条の２）⑪土地等の価格

固定（法第 71 条、第 72 条）⑫損失補償の制限（法第 89 条）⑬協議の確認申請（法

第 116 条）⑭その他事業の廃止、変更の届出（法第 30 条）、土地等の取得完了の届

出（法第 30 の 2）、買受権発生の起算点（法第 106 条）等 

 
94 手続保留後に手続開始した場合においても、（当初の）事業認定告示があった日から４年以内に明渡裁決の申

立てをしない場合には、当該事業認定は失効することとなる（法第 29 条）。 
95 書式については様式６を参照。なお、申立書は 1 部準備すればよく事業認定申請書の正本に添付する。 
96 書式については様式７を参照。なお、手続保留を行った場合においては、３年以内に手続開始の申立をしない

ときには、当該事業認定は失効する（法第 34 条の６）。 
97 参考資料として、手続保留を申し立てる理由を示すことが望ましい。 
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Ⅶ．事業認定後の手続について 

事業認定の告示の後、起業者が起業地を収用するためには、各都道府県に設置されている

収用委員会に対し裁決申請及び明渡裁決の申立てを行う必要があります。また、起業者は、

事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有

者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所

有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じる必要があります。（法第 28 条の２） 

なお、事業の認定の告示があった後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更し

たために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったときは、起業者は、遅滞なく、起業

地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。この場合においては、国

土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じる必要があり

ます。（法第 30条） 

また、事業認定後であっても、起業者が任意で土地所有者等と用地取得契約交渉を行うこ

とは妨げられませんが、事業の認定後に土地の取得が完了した場合は、任意の取得であって

も、そのことを都道府県知事に届け出る必要があります（法第 30条の２）。 

 

Q.Ⅶ-1 事業の認定の告示があった際に、補償等についてはどのように周知措置を講ず

るのですか？ 

A.Ⅶ-1 起業地又はその周辺の適当な場所への書面掲示に加え、掲示内容について起業

者のウェブサイト又は関係する地方公共団体のウェブサイトにも掲載し公衆の閲覧

に供することが必要です。98 

起業者がウェブサイトを有していない場合など起業者のウェブサイトへの掲載が

困難な場合等にあっては、関係する地方公共団体のウェブサイトに掲載することが

求められるため、起業者による情報の更新等が迅速に反映されるよう、起業者と関

係する地方公共団体との連絡体制を適切に構築しておくことが望ましいです。 

 

Q.Ⅶ-2 事業の廃止又は変更についての周辺への周知措置はどのようにするのですか？  

A.Ⅶ-2 事業の廃止又は変更について、当該土地又はその周辺の適当な場所に掲示する際に

は、書面掲示に加えて、起業者のウェブサイト又は関係する地方公共団体のウェブサイ

トにも掲載すること、又は当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告することにより公

衆の閲覧に供することが必要です。 

また、令和 6年の規則改正にあわせて、規則第 13 条の 3 の規定について、当該土地所

有者及び関係人は、事業の廃止について最も影響を受ける当事者であるため、当該土地

所有者及び関係人への通知が義務規定となり、その他の方法については、従前のとおり

選択的規定となりました。99 
 

 

 
98 令和 6 年に規則が改正された。改正によって書面掲示に加えて、ウェブサイトへの掲載が義務化された。（参

照：規則第 13 条） 
99 令和 6 年に規則が改正された。 
当該土地所有者及び関係人への通知に加えて、当該土地等若しくはその周辺の適当な場所への掲示及びウェブサ

イトへの掲載又は当該土地が所在する地方の新聞紙での公告が必要となった。（参照：規則第 13 条の 3） 
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以下、事業認定後の手続について簡単に記載します100。 

 

１．土地調書及び物件調書の作成 

収用委員会に裁決申請等を行うに当たって、起業者は土地調書及び物件調書を作成し、収

用の対象となる土地・物件の内容、権利関係等について明らかにしておく必要があります。 

 

２．裁決手続 

収用裁決を求めるため、起業者は裁決申請書及び明渡裁決の申立書を収用委員会に提出し

ます。これらの書類を提出する際にはあわせて土地調書及び物件調書を添付します。裁決申

請書等を公告・縦覧した後、収用委員会は裁決手続開始の決定を行い、審理を開始します。

審理において、起業者・土地所有者等は、以下を行うこと等が可能です（法第 63 条）。 

・意見書を提出すること 

・口頭で意見を述べること 

・資料を提出すること 

・鑑定人に鑑定を命ずることを申し立てること 

・現地調査を申し立てること 

収用委員会は、審理の後、却下裁決をする場合を除き、収用裁決をします。収用裁決は権利

取得裁決と明渡裁決とに分かれており、前者は起業者が土地の所有権等を取得するために必

要な事項について、後者は土地等を引き渡すために必要な事項について裁決します。 

 

３．補償金の払渡し・供託 

起業者は、権利取得裁決で裁決された権利取得の時期に土地の所有権等を取得し、土地所

有者等は、明渡裁決で裁決された明渡しの期限までに土地等を引き渡すことになります。起

業者はその時期及び期限までに、裁決された損失の補償を土地所有者等に対して払い渡さな

ければなりません。ただし、起業者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき

や、補償金を受けるべき者が受領を拒んだときは、起業者は補償金を供託することができま

す。 

 

 
100 なお、一定の条件を満たす所有者不明土地（反対する地権者がおらず、建築物（簡易な構造で小規模なもの

を除く。）がなく現に利用されていない所有者不明土地）については、所有者不明土地の利用の円滑化等に関す

る特別措置法により、収用委員会の審理・裁決に代えて都道府県知事が裁定を行う特例制度が創設された。詳し

くは「所有者不明土地問題に関する最近の取組について」 

（URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html）を参照されたい。 
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４．代執行・代行 

起業者は、明渡しの期限を過ぎても土地等の引き渡しがない場合であって、土地等を引き

渡すべき者が義務を履行しないときについては、都道府県知事に代執行を請求することがで

きます。また、土地等を引き渡すべき者が義務を履行することができないとき、又は土地等

を引き渡すべき者を確知できないときは、市町村長に代行を請求することができます。 

 

 

【事業認定後の手続の概略】 

土地調書・物件調書の作成（起業者） 

裁決申請書・明渡裁決の申立書の作成（起業者） 

 

裁決の申請・明渡裁決の申立て（起業者→収用委員会） 

 

裁決申請書・明渡裁決の申立書の縦覧（起業地の存する市町村で２週間） 

 

裁決手続開始の決定・裁決手続開始の登記 

 

収用委員会の審理 

 

権利取得裁決・明渡裁決（収用委員会→起業者・土地所有者等） 

 

補償金の払渡し・供託（起業者→土地所有者等） 

権利取得・明渡し（土地所有者等→起業者） 

 

 

代執行（都道府県知事）・代行（市町村長） 
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Ⅷ．非常災害の際の土地の使用について 

 土地の収用にはⅡ～Ⅶで述べたような手続が必要ですが、特例として、非常災害101に際し

公共の安全を保持するために収用適格事業を特に緊急に施行する必要がある場合には、市町

村長による許可又は市町村長への通知によって、他人の土地を使用することができます（法

第 122 条）。本制度を用いる場合、起業者が市町村長の許可を受け、又は市町村長に通知し

た後102、直ちに、他人の土地を使用することができます。使用可能な期間は、許可又は通知

した日から６ヶ月以内の必要な範囲内に限られます。 
 

本制度は、一般的には６ヶ月以内で完了する工事についての活用が想定されますが、恒久

的施設の設置等６ヶ月以上土地を利用する必要がある場合であっても、事業が破壊の防止又

は復旧のために緊急に施行を要するものであれば、まずは本制度を活用して工事に着手する

ことができます。ただし、６ヶ月の使用期間中に、任意契約による土地の所有権の取得、法

に基づく収用等により、事業に必要な権原を取得することが必要です。 
なお、やむを得ず６ヶ月を超えて使用せざるを得なくなった場合には、期間の更新が否定

されるものではありません。ただし、期間の更新がやむを得ないことを疎明するためには、

単に土地を継続して使用することが必要であることだけでなく、必要な権原の取得に着手し、

その見通しが立っていることが必要であると考えられます。 
 

【事例１】国が起業者となって本制度を活用した例 

使 用 期 間 ６ヶ月 

事 業 概 要 津波により一般国道の橋梁が流失したことから、当該国道と並

行する幅員の狭い町道及び県道の一部を拡幅及び線形を改良し

暫定迂回路を整備（拡幅敷等を緊急使用。）。 

本 制 度 の 活 用 理 由 土地所有者の多くが被災者であり、居所等の特定ができず、任

意契約に時間を要するおそれがあったこと。 

直接的な管理物の被災に対する修繕等ではなく仮設道路等設置

のための使用であったこと。 

長期使用に向けた対応 土地所有者と土地の賃貸契約を締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 台風の来襲、豪雨、大地震などの天災又は人災をいい、法令等に基づき指定される災害である必要はない。 
102 起業者が国又は都道府県であるときは市町村長に通知することをもって足り、許可を受けることを要しな

い。なお、「許可を受け又は通知した後」とは、具体的には、市町村長による許可の意思表示が起業者に到達し

た時又は起業者の通知が市町村長に到達した時を示すものと解され、市町村長が所在を確知することができない

土地所有者等に対し、公示による通知を行った場合であっても変わるところはない。 
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【事例２】民間が起業者となって本制度を活用した例 

使 用 期 間 160 日 

事 業 概 要 送電線をつなぐ鉄塔敷地周辺において地震による大規模な地す

べり等が発生し、余震や大雨等による鉄塔倒壊・電力供給停止

のリスクが高まったことから、送電線路の仮復旧工事を実施

（鉄柱用地と送電線路用地を緊急使用。）。 

本 制 度 の 活 用 理 由 一刻の猶予もない中で一部土地所有者との交渉が成立しなかっ

たこと。 

長期使用に向けた対応 土地所有者と土地の賃貸契約を締結。 
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【用語集】 

関連事業･･･収用適格事業である本体事業の施行により必要が生じた事業（法第 16条）。詳

しくはⅤ１（２）参照。 

起業者･･･収用適格事業を行う者（法第８条）。 

起業地･･･事業を施行する土地。既に起業者が取得した土地であっても、それらの土地が収

用又は使用しようとする土地と同一の事業の用に供される場合には起業地に含まれ

る。 

事業認定庁･･･事業認定の処分をおこなう行政庁。国土交通大臣又は都道府県知事（法第 17

条）。 

収用適格事業･･･法に基づいて土地を収用することができる公共の利益となる事業（法第３

条）（※１）。 

全体計画区間･･･公益性や土地利用の合理性等の判断対象となる１つのまとまりのある区

間。 

手続保留･･･事業認定の効力の発生を事業認定の告示がなされたときから最大３年間保留で

きる制度（法第 31 条～第 34 条の６）。詳しくはⅥ参照。 

附帯事業･･･法第３条第１号から第 34 号の３までに掲げるものに関する事業のために欠くこ

とができない通路、橋等を設置する事業（法第３条第 35 号）。 

法４条地･･･法又は他の法律により土地の収用等が可能な事業の用に供している土地（法第

４条）（※２）。詳しくはⅣ３（５）参照。 

法令制限地･･･利用について法令の規定による制限のある土地（※３）。詳しくはⅣ３

（６）参照。 

 

（※１）収用適格事業一覧 

号 収用適格事業の内容103 
法における 

主体の限定104 

備考 

（該当する施設の具体例等） 

1 道路法による道路 
 

・道路に接して道路管理者が設

ける自動車駐車場又は自転車駐

車場を含む（道路法第２条第２

項第６号）。 

・駅前広場の道路部分等 

道路運送法による一般自動車道又は専

用自動車道（同法による一般旅客自動

車運送事業又は貨物自動車運送事業法

による一般貨物自動車運送事業の用に

供するものに限る。） 

 
  

駐車場法による路外駐車場 
 

  

2 河川法が適用され、若しくは準用され

る河川その他公共の利害に関係のある

河川 

  

 
103 条文とは一部異なる表現をしている場合がある。 
104 それぞれの事業に関する個別法において事業の実施主体が限定されている場合も多いため、留意する。 
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上記の河川に治水若しくは利水の目的

をもって設置する堤防、護岸、ダム、

水路、貯水池その他の施設 

  

3 砂防法による砂防設備 
 

  

砂防法が準用される砂防のための施設 
 

  

3-2 地すべり等防止法による地すべり防止

施設又はぼた山崩壊防止施設 

国又は都道府県   

3-3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律による急傾斜地崩壊防止施設 

国又は都道府県   

4 運河法による運河の用に供する施設 
 

  

5 農業用道路、用水路、排水路、海岸堤

防、かんがい用又は農作物の災害防止

用のためのため池、防風林その他これ

に準ずる施設 

国、地方公共団体、土

地改良区（土地改良区

連合を含む。）又は

(独)石油天然ガス・金

属鉱物資源機構 

  

6 土地改良法によって行う客土事業 国、都道府県又は土地

改良区（土地改良区連

合を含む。） 

  

土地改良事業の施行に伴い設置する用

排水機又は地下水源の利用に関する設

備 

7 鉄道事業法による鉄道事業又は索道事

業で一般の需要に応ずるものの用に供

する施設 

鉄道事業者又は索道事

業者 

  

7-2 鉄道又は軌道の用に供する施設 (独)鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

  

8 軌道法による軌道 
 

  

軌道法が準用される無軌条電車の用に

供する施設 

  

8-2 石油パイプライン事業法による石油パ

イプライン事業の用に供する施設 

 
  

9 道路運送法による一般乗合旅客自動車

運送事業（路線定期運行に限る。）の

用に供する施設 

 
  

貨物自動車運送事業法による一般貨物

自動車運送事業（特別積み合せ貨物運

送に限る。）の用に供する施設 

 
  

9-2 自動車ターミナル法第３条の許可を受

けて経営する自動車ターミナル事業の

用に供する施設 

自動車ターミナル法第

３条の許可を受けた者 

  

10 港湾法による港湾施設 
 

  

漁港漁場整備法による漁港施設 
 

  

10-2 海岸法による海岸保全施設 
 

・海岸保全区域内にある堤防、

突堤、護岸、胸壁、離岸堤等 

10-3 津波防災地域づくりに関する法律によ

る津波防護施設 

 
・盛土構造物、護岸、胸壁、閘

門 

11 航路標識法による航路標識 
 

・灯台、灯標、立標、浮標、霧

信号所、無線方位信号所等 

水路業務法による水路測量標 
 

  

12 航空法による飛行場又は航空保安施設

で公共の用に供するもの 

 
  

13 気象、海象、地象、洪水等の観測又は

通報の用に供する施設 

 
・気象、地震、火山等の観測

所、測候所等 

13-2 郵便の業務の用に供する施設 日本郵便株式会社   

14 電波監視のために設置する無線方位又

は電波の質の測定装置 

国   

15 電気通信設備 国又は地方公共団体   

（※１）収用適格事業一覧 
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15-2 電気通信事業法による認定電気通信事

業の用に供する施設（電線、電柱等を

除く。） 

認定電気通信事業者   

16 放送法による基幹放送の用に供する放

送設備 

基幹放送事業者又は基

幹放送局提供事業者 

  

17 電気事業法による一般送配電事業、送

電事業、配電事業、特定送配電事業又

は発電事業の用に供する電気工作物 

 
  

17-2 ガス事業法によるガス工作物 
 

  

18 水道法による水道事業又は水道用水供

給事業の用に供する施設 

 
・取水施設、貯水施設、浄水施

設、排水処理施設等 

工業用水道事業法による工業用水道事

業の用に供する施設 

 
  

下水道法による公共下水道、流域下水

道又は都市下水路の用に供する施設 

 
  

19 消防法によって設置する消防の用に供

する施設 

市町村 ・貯水池、消火栓等 

20 水防の用に供する施設 都道府県又は水防管理

団体 

・水防備蓄倉庫等 

21 学校教育法第１条に規定する学校 
 

・学校等に必要不可欠なグラウ

ンド、駐車場等を含む（駐車場

については 22,23,31 号等の他号

についても同様。）。 

学校に準ずるその他の教育又は学術研

究のための施設 

22 社会教育法による公民館（公民館類似

施設を除く。）又は博物館 

 
  

図書館法による図書館（図書館同種施

設を除く。） 

 
  

23 社会福祉法による社会福祉事業の用に

供する施設 ※子供、高齢者、障害者

等のための施設 

  ・第一種社会福祉事業又は第二

種社会福祉事業（例えば、幼保

連携型認定こども園は該当し、

児童館、サービス付き高齢者向

け住宅は該当しない。） 

更生保護事業法による更生保護事業の

用に供する施設 ※刑期を終えた者等

の社会復帰を支援する施設 

 
  

職業能力開発促進法による公共職業能

力開発施設又は職業能力開発総合大学

校 

 
  

24 病院、療養所、診療所又は助産所 国、地方公共団体、

(独)国立病院機構等 

・地方独立行政法人が開設する

病院又は診療所も含む。 

地域保健法による保健所 
 

  

医療法による公的医療機関 
 

  

検疫所 国   

25 墓地、埋葬等に関する法律による火葬

場 

 
  

26 と畜場法によると畜場 
 

  

化製場等に関する法律による化製場又

は死亡獣畜取扱場 

  

27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

よる一般廃棄物処理施設、産業廃棄物

処理施設その他の廃棄物処理施設（廃

棄物の処分（再生を含む。）に係るも

のに限る。） 

地方公共団体又は廃棄

物処理センター 

  

公衆便所 地方公共団体   

27-2 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質によ

国   

（※１）収用適格事業一覧 
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る環境の汚染への対処に関する特別措

置法による汚染廃棄物等の処理施設 

28 卸売市場法による中央卸売市場又は地

方卸売市場 

  

29 自然公園法による公園事業 
 

  

29-2 自然環境保全法による原生自然環境保

全地域に関する保全事業又は自然環境

保全地域に関する保全事業 

 
  

30 都市計画法による都市計画区域につい

て定められた第一種低層住居専用地域

等において、自ら居住するため住宅を

必要とする者に対し、賃貸し、又は譲

渡する目的で行う五十戸以上の一団地

の住宅経営 

国、地方公共団体、

(独)都市再生機構又は

地方住宅供給公社 

  

31 庁舎、工場、研究所、試験所その他直

接その事務又は事業の用に供する施設 

国又は地方公共団体 ・学校給食センター、一部事務

組合が設置する消防庁舎等 

32 公園、緑地、広場、運動場、墓地、市

場その他公共の用に供する施設 

国又は地方公共団体 ・津波避難タワー、防災支援拠

点としての公園、駅前広場等 

33 国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構法による原子力に関する基礎的研

究等の用に供する施設 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 

  

34 独立行政法人水資源機構法による水資

源開発施設又は愛知豊川用水施設 

(独)水資源機構   

34-2 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構法による宇宙科学に関する学術研究

等の用に供する施設 

国立研究開発法人宇宙

航空研究開発機構 

  

34-3 高度専門医療に関する研究等を行う国

立研究開発法人に関する法律によるが

ん等に係る医療に関する調査、研究又

は技術の開発等の用に供する施設 

国立研究開発法人国立

がん研究センター等 

  

35 各号に掲げるものに関する事業のため

に欠くことができない通路、橋、鉄

道、軌道、索道、電線路、水路、池

井、土石の捨場、材料の置場、職務上

常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎

その他の施設 

  《附帯事業》 

本体事業と一括して事業認定を

受けることができる。 

・工事用道路、工事用事務所、

橋梁の施工に必要となる作業ヤ

ード等105 

 

 

（※２）法４条地の具体例（以下の事業の用に供されている土地） 

○ 法により収用することができる事業の例 

・国道・都道府県道・市町村道等道路法による道路 

・河川法が適用され、又は準用される河川 

・国・地方公共団体・土地改良区等が設置する農道、用・排水路等の施設 

・電気事業の用に供する送電線・発電所等の工作物 

・電気通信事業者がその事業の用に供する施設                  等 

 

○ 他の法律により収用することができる事業の例 

・都市計画法…街路、公園、一団地の住宅施設等 

・森林法…林道、索道、木材集積場等                      等 

 
105 本体事業の擁壁設置に伴う掘削工事のための一時使用地は本体事業そのものと考えられる。 

（※１）収用適格事業一覧 
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（※３）法令制限地の具体例106 

・道路法第 91 条第１項（道路予定区域内における行為の制限） 

・河川法第 26 条（河川区域内の工作物の新築等の許可） 

第 27 条第１項（河川区域内の土地の掘削等の許可） 

第 55 条第１項（河川保全区域内における行為の制限） 

第 57 条第１項（河川予定地における行為の制限） 

第 58 条の４第１項（河川保全立体区域における行為の制限） 

第 58 条の６第１項（河川予定立体区域における行為の制限） 

・砂防法第４条（砂防指定地における一定行為の禁止又は行為の制限） 

・地すべり等防止法第 18 条第１項（地すべり防止区域内における一定行為の制限） 

・自然公園法第 20 条第３項（特別地域） 

第 21 条第３項（特別保護地区） 

第 22 条第３項（海域公園地区） 

第 33 条第１項（普通地域） 

・文化財保護法第 43 条第１項（重要文化財の現状変更等の制限） 

第 93 条第１項（埋蔵文化財のある土地における工事の届出） 

第 94 条第１項（国の機関等が行う発掘に関する特例） 

第 125 条第１項（史跡名勝天然記念物の現状変更等の制限） 

・森林法第 34 条第１項及び第２項（保安林における伐採等の制限） 

・都市計画法第 37 条（建築制限等） 

第 42 条（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第 43 条（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

第 52 条の２（建築等の制限） 

第 53 条（建築の許可） 

第 57 条の３（建築等の制限） 

第 58 条第１項（風致地区内における建築等の規制） 

第 65 条（建築等の制限） 

・土地区画整理法第 76条第１項（事業施行地区内における建築行為等の制限） 

・都市再開発法第 66 条第１項（建築行為等の制限） 

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条第１項（急傾斜地崩壊危険区域内

における行為の制限） 

等 

  

 
106 条例で規定されているものも含む。 
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【参考資料目次例】 

① 参考資料 目次例（道路事業） 

番号 項           目 

1 収用適格事業・起業者適格に関する資料 

1 収用適格事業・起業者適格について 

2 一般国道の路線を指定する政令 

3 一般国道の指定区間を指定する政令 

4 道路区域決定（変更）資料（告示の写し） 

  

※必要に応じて以下の資料を添付 

・国土開発幹線自動車道建設法等の手続 

（高速自動車国道及び一般有料道路の場合は、（独）日本高速道路保有・債務

返済機構と高速道路会社との協定等、許可の際に必要とされる書類も添付） 

5 予算措置を証する書面について 

2 事業計画に関する資料 

1 一般国道○○号の改築状況について 

2 計画交通量について 

3 道路構造令との比較について 

4 計画幅員構成等について 

5 道路構造令以外の計画について 

6 一時使用について 

7 関連事業について 

8 事業認定申請単位の縮小について 

9 事業スケジュールについて 

3 公益性に関する資料 

1 

  

  

  

  

現道の状況について 

①交通量と混雑度 

②交通事故 

③線形不良区間 

④通行規制等 

2 整備効果について 

3 環境影響評価について 

4 埋蔵文化財について 

4 合理的土地利用に関する資料 

1 代替案の検討について 

（都市計画決定がされている事業の場合） 

1 都市計画決定（変更）に関する資料 

2 都市計画と事業計画の不整合について 

3 コントロールポイント図 

5 その他の資料 

1 用地取得状況及び残件調書 

2 要望書 

3 縦断図 

4 手続保留の申立てを行う理由 
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② 参考資料 目次例（河川事業） 

番号 項           目 

1 収用適格事業・起業者適格に関する資料 

1 収用適格事業・起業者適格について 

2 水系及び一級河川を指定する政令 

3 一級河川の指定区間の指定告示 

4 予算措置を証する書面について 

2 事業計画に関する資料 

1 一級河川○○水系○○川の改修状況について 

2 河川整備基本方針 

3 河川整備計画 

4 計画規模、基本高水等について 

5 事業計画の諸元 

6 一時使用について 

7 関連事業について 

8 事業認定申請単位の縮小について 

9 事業スケジュールについて 

3 公益性に関する資料 

1 現河道の流下能力等について 

2 過去の主要洪水及び被害状況について 

3 整備効果について 

4 環境影響評価について 

5 埋蔵文化財について 

4 合理的土地利用に関する資料 

1 代替案の検討について 

5 その他の資料 

1 用地取得状況及び残件調書 

2 要望書 

3 縦断図 

4 手続保留の申立てを行う理由 
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【特掲事業早見表】 

土地収用法第３条各号に掲げられている事業のうち、「特掲事業」に該当する事業 
「特掲事業」：租税特別措置法施行規則第 14 条第５項第３号イの規定による「簡易証明書」を

発行できる事業 
「簡易証明書」：事業認定申請をすれば確実に事業認定が受けられると認められる事業につい

て、事業認定を受けなくても事業施行者が証明する証明書の添付で足りるとする

制度により、「収用等の課税の特例」を受けるための証明書 
※ 令和５年９月時点で施行されている法令、通達等に基づき、一般的・原則的な取扱いを 

記載しています。個別具体的な事案につきましては、必ず所轄税務署等にご相談ください。 

＜特掲事業早見表＞  

区     分 適用

の有

無 
備  考  １ 備  考  ２ 収用対象事業 該当条

文 
(1) 道路・路外駐車

場 
一 △ 道路法による道路及び

道路運送法による一般

自動車道 

「道路法による道路」とは、

道路法第３条に規定する高速

自動車国道、一般国道、都道

府県道及び市町村道をいい、

私道、林道等はこれに含まな

い。 
「道路運送法による一般自動

車道」には、同法第２条第８

項に規定する専用自動車道

（同項に規定する自動車運送

業者が、専らその事業用自動

車の交通の用に供することを

目的として設けた道をい

う。）は含まれない。 
(2) 河 川 ・ 治 水 施

設・利水施設 
二 ○ 河川法が適用若しくは

準用される河川その他

公共の利害に関係のあ

る河川又はこれらの河

川に治水若しくは利水

の目的をもって設置す

る堤防、護岸、ダム、

水路、貯水池その他の

施設 

 

(3) 砂防設備・砂防

施設 
三 ○ 砂防法による砂防設備

又は同法が準用される

砂防のための施設 

 

(4) 地すべり防止施

設・ぼた山崩壊

防止施設 

三の二 ○ 国又は都道府県が設置

する地すべり等防止法

による地すべり防止施

設又はぼた山崩壊防止

施設 

 

(5) 急傾斜地崩壊防

止施設 
三の三 ○ 国又は都道府県が設置

する急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に関す
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る法律による急傾斜地

崩壊防止施設 
(6) 運河施設 四 ○ 運河法による運河の用

に供する施設 
 

(7) 農業用施設 五 ○ 国、地方公共団体、土

地改良区（土地改良区

連合を含む。）又は独立

行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構

が設置する農業用道

路、用水路、排水路、

海岸堤防、かんがい用

若しくは農作物の災害

防止用のため池又は防

風林その他これに準ず

る施設 

 

(8) 土地改良設備 六 ○ 国、都道府県又は土地

改良区（土地改良区連

合を含む。）が、土地改

良法によって行う客土

事業又は土地改良事業

の施行に伴い設置する

用排水機若しくは地下

水源の利用に関する設

備 

 

(9) 鉄道施設・索道

施設 
七 △ 鉄道事業法による鉄道

事業者の鉄道事業の用

に供する施設のうち線

路及び停車場に係る部

分 

「線路」には、専用側線及び

専用索道（事業者等が自己の

製品、原料等を貨車等により

搬出することを目的として敷

設するもの）は含まれない。 
鉄道電化のため又は鉄道線路

防護のため線路に隣接して設

置する変電所用地又は鉄道林

用地は、「線路に係る部分」

に含まれる。 
「停車場」とは、駅、信号場

及び操車場をいう（鉄道に関

する技術上の基準を定める省

令第２条）。 

(10) 独立行政法人鉄

道建設・運輸施

設整備支援機構

が 設 置 す る 鉄

道・軌道施設 

七の二 △ 同機構が設置する鉄道

又は軌道の用に供する

施設のうち線路及び停

車場に係る部分 

(11) 軌道・無軌道電

車施設 
八 ×  

(12) 石油パイプライ

ン施設 
八の二 ×   

(13) 一般乗合旅客自

動車運送事業施

設・一般貨物自

動車運送事業施

設 

九 ×   

(14) 自動車ターミナ

ル事業施設 
九の二 ×   

(15) 港湾施設・漁港

施設 
十 ○ 港湾法による港湾施設

又は漁港漁場整備法に

よる漁港施設 

 

(16) 海岸保全施設 十の二 ○ 海岸法による海外保全施

設 
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(17) 津波防護施設 十の三 ×   

(18) 航路標識・水路

測量標 
十一 ○ 航路標識法による航路

標識又は水路業務法に

よる水路測量標 

 

(19) 飛行場・航空保

安施設 
十二 ○ 航空法による飛行場又

は航空保安施設で公共

の用に供するもの 

 

(20) 気象・海象・地

象・洪水等の観

測・通報施設 

十三 △ 気象、海象、地象又は

洪水その他これに類す

る現象の観測の用に供

する施設 

土地収用法第３条第 13 号に

掲げる施設のうち通報の用に

供する施設は含まれない。 

(21) 日本郵便株式会

社が設置する郵

便業務施設 

十三の

二 
△ 同社が設置する郵便物

の集配又は運送事務に

必要な仕分けその他の

作業の用に供する施設

で既成市街地内のもの

及び高速自動車国道と

一般国道との連結位置

の隣接地内のもの 

「既成市街地」とは、産業又

は人口が相当程度集中し、公

共施設の整備及び土地の高度

利用等の市街地としての開発

が既に行われている地域をい

う。 

(22) 電波監視施設・

電波測定装置 
十四 ×   

(23) 電気通信設備 十五 △ 海上保安庁が設置する

電気通信設備 
 

(24) 認定電気通信事

業者の認定電気

通信事業施設 

十五の

二 
△ 電気通信事業法第 120

条第１項に規定する認

定電気通信事業者が設

置する同法第９条第１

号に規定する電気通信

回線設備の用に供する

施設（当該施設が市外

通信幹線路の中継施設

以外の施設である場合

には、既成市街地にあ

るものに限る。） 

「認定電気通信事業者」と

は、電気通信回線設備を設置

して電気通信役務を提供する

事業を行う者で電気通信事業

法第 117条第１項に規定する

総務大臣の認定を受けた者を

いう。 
「電気通信回線設備」とは、

送信の場所と受信の場所との

間を接続する伝送路設備及び

これと一体として設置される

交換設備並びにこれらの附属

設備をいう（電気通信事業法

第９条第１号）。 
「既成市街地」とは、産業又

は人口が相当程度集中し、公

共施設の整備及び土地の高度

利用等の市街地としての開発

が既に行われている地域をい

う。 
(25) 放送設備 十六 ×   

(26) 電気工作物 十七 △ 電気事業法による一般

送配電事業、送電事

業、配電事業、特定送

配電事業又は発電事業

の用に供する電気工作

物のうち水力による発

電施設、最大出力 10 万

キロワット以上の汽力

「離島」とは、次に掲げる島

をいう。 
(1)離島振興法第２条第１項

の規定により指定された同項

の離島振興対策実施地域に含

まれる島 
(2)沖縄振興特別措置法第３

条第３号に規定する離島 
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若しくは原子力による

発電施設、最大出力５

千キロワット以上の内

燃力若しくはガスター

ビンによる発電施設

（離島において設置さ

れるものに限る。）又は

送電施設若しくは使用

電圧５万ボルト以上の

変電施設（電気事業法

第２条第１項第８号に

規定する一般送配電事

業、同項第 10 号に規定

する送電事業又は同項

第 11 号の２に規定する

配電事業の用に供する

ために設置される送電

施設又は変電施設に限

る。） 

(3)奄美群島振興開発特別措

置法第１条に規定する奄美群

島の区域に含まれる島 
(4)小笠原諸島振興開発特別

措置法第４条第１項に規定す

る小笠原諸島 

(27) ガス工作物 十七の

二 
△ ガス事業法によるガス

工作物のうち高圧導管

又は中圧導管及びこれ

らと接続する整圧器 

「高圧導管又は中圧導管」と

は、ガス事業法第２条第 13
項の規定によるガス工作物た

る「導管」（いわゆるガス

管）のうち高圧導管（1 メガ

パスカル以上の圧力を有する

ガスを通ずる導管）又は中圧

導管（0.1 メガパスカル以上

1 メガパスカル未満の圧力を

有するガスを通ずる導管）を

いい、ガス工作物のうちガス

発生設備、ガスホルダー（い

わゆるガスタンク）、ガス精

製設備等は含まれない。 
(28) 上水道施設・下

水道施設 
十八 ○ 水道法による水道事業

若しくは水道用水供給

事業、工業用水道事業

法による工業用水道事

業又は下水道法による

公共下水道、流域下水

道若しくは都市下水路

の用に供する施設 

 

(29) 消防施設 十九 ○ 市町村が消防法によっ

て設置する消防の用に

供する施設 

 

(30) 水防施設 二十 ○ 都道府県又は水防法に

よる水防管理団体が水

防の用に供する施設 

 

(31) 学校・教育学術

研究施設 
二十一 △ 次に掲げるもののため

の施設 
（イ）地方公共団体の

設置に係る小学校、中

学校、高等学校、特別

支援学校及び幼稚園 

学校法人の設置に係る高等学

校及び幼稚園のための施設の

買取りについては、既に設立

されている学校法人が行うも

のに限り適用され、学校法人

を設立するために行う買取り
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（ロ）国の設置に係る

特別支援学校 
（ハ）私立学校法第３

条に規定する学校法人

の設置に係る高等学校

及び幼稚園 
（ニ）国又は地方公共

団体の設置に係る看護

師養成所及び准看護師

養成所 

には適用がない。 

(32) 公 民 館 ・ 博 物

館・図書館 
二十二 ×   

(33) 社会福祉施設・

更生保護施設・

公共職業能力開

発施設・職業能

力開発総合大学

校 

二十三 △ 次に掲げるもののため

の施設 
（イ）国、地方公共団

体又は社会福祉法人の

設置に係る社会福祉法

第２条第３項第４号に

規定する老人デイサー

ビスセンター及び老人

短期入所施設並びに同

項第４号の２に規定す

る障害福祉サービス事

業の用に供する施設、

地域活動支援センター

及び福祉ホーム並びに

同法第 62 条第１項に規

定する社会福祉施設並

びに児童福祉法第 43 条

に規定する児童発達支

援センター 
（ロ）地方公共団体又

は社会福祉法人の設置

に係る幼保連携型認定

こども園 
（ハ）地方公共団体又

は社会福祉法人の設置

に係る児童福祉法第 39
条１項に規定する保育

所 
（ニ）地方公共団体又

は社会福祉法人の設置

に係る児童福祉法第６

条の３第 10 項に規定す

る小規模保育事業の用

に供する同項第１号に

規定する施設のうち利

用定員が 10 人以上であ

るもの 
（ホ）学校法人の設置

に係る幼保連携型認定

こども園 

社会福祉法第２条第３項第４

号の２に規定する「障害福祉

サービス事業の用に供する施

設」とは、次に掲げる事業の

用に供するものに限られる。 
(1)障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するた

めの法律第５条第６項に規定

する療養介護 
(2)同条第７項に規定する生

活介護 
(3)同条第 12 項に規定する自

立訓練 
(4)同条第 13 項に規定する就

労移行支援 
(5)同条第 14 項に規定する就

労継続支援 
(6)同条第 17 項に規定する共

同生活援助 
 
社会福祉法第 62 条第１項に

規定する「社会福祉施設」と

は、第１種社会福祉事業（同

法第２条第２項）に係る施設

に限られ、第２種社会福祉事

業（同法第２条第３項）に係

る施設は含まれない。 
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(34) 病院・療養所・

診 療 所 ・ 助 産

所・保健所・公

的医療機関・検

疫所 

二十四 ×   

(35) 火葬場 二十五 △ 地方公共団体の設置に

係る火葬場 
 

(36) と 畜 場 ・ 化 製

場・死亡獣畜取

扱場 

二十六 △ 地方公共団体の設置に

係ると畜場法によると

畜場又は化製場等に関

する法律による化製場

若しくは死亡獣畜取扱

場 

 

(37) 廃 棄 物 処 理 施

設・公衆便所 
二十七 △ 地方公共団体が設置す

る廃棄物の処理及び清

掃に関する法律による

一般廃棄物処理施設、

産業廃棄物処理施設そ

の他の廃棄物処理施設

（廃棄物の処分（再生

を含む。）に係るものに

限る。） 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 15 条の５第１項に

規定する廃棄物処理センター

が設置する施設及び地方公共

団体が設置する公衆便所は含

まれない。 

(38) 平成23年３月11
日に発生した東

北地方太平洋沖

地震に伴う原子

力発電所の事故

により放出され

た放射性物質に

よる環境の汚染

への対処に関す

る特別措置法に

よる汚染廃棄物

等の処理施設 

二十七

の二 
△ 国が設置する中間貯蔵

施設及び指定廃棄物の

最終処分場として環境

大臣が指定するもの 

「中間貯蔵施設」とは、福島

県の区域内において汚染廃棄

物等（平成 23 年３月 11 日に

発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故

により放出された放射性物質

による環境の汚染への対処に

関する特別措置法第 46 条に

規定する汚染廃棄物等をい

う。）の処理を行うために設

置される一群の施設であっ

て、汚染廃棄物等の貯蔵施設

及び汚染廃棄物等の受入施

設、分別施設又は減量施設か

ら構成されるもの（これらと

一体的に設置される常時監視

施設、試験研究及び研究開発

施設、展示施設、緑化施設そ

の他の施設を含む。）をい

う。 
「指定廃棄物の最終処分場」

とは、宮城県、茨城県、栃木

県、群馬県及び千葉県の区域

内において同法第 19 条に規

定する指定廃棄物の埋立処分

の用に供される場所をいう。 
(39) 卸売市場 二十八 ×   

(40) 自然公園 二十九 ×   

(41) 自然環境保全施 二十九 ×   
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設 の二 

(42) 一団の住宅施設 三十 ×   

(43) 官公庁の庁舎・

工場・研究所・

試験所等 

三十一 △ 国が設置する通信施設

並びに都道府県が設置

する警察署、派出所又

は駐在所に係る庁舎、

警察職員の待機宿舎、

交通機動隊の庁舎及び

自動車検問のための施

設並びに運転免許セン

ター 

 

(44) 公園・緑地・広

場・運動場・墓

地・市場等の公

共施設 

三十二 △ 都市公園法第２条第１

項に規定する都市公園 
「都市公園」とは、①都市計

画施設である公園若しくは緑

地で地方公共団体が設置する

もの、②都市計画法により指

定された都市計画区域内にお

いて地方公共団体が設置する

公園若しくは緑地又は③都市

計画施設である公園若しくは

緑地で国が設置するものをい

い、これらの地方公共団体又

は国が当該公園又は緑地に設

ける公園施設を含む。 
(45) 原子力研究施設 三十三 ×   

(46) 水資源開発施設 三十四 △ 独立行政法人水資源機

構法第２条第２項に規

定する水資源開発施設

で１日につき 10 万立方

メートル以上の原水を

供給する能力を有する

もの 

「水資源開発施設」とは、水

資源開発基本計画に基づいて

新築又は改築として行う次に

掲げる施設（当該施設のうち

発電に係る部分を除く。）及

び水資源開発公団から承継し

た同施設をいう。 
(1)ダム、河口ぜき、湖沼水

位調節施設、多目的用水路、

専用用水路その他の水資源の

開発又は利用のための施設 
(2)(1)に掲げる施設と密接な

関連を有する施設 
(47) 宇宙開発施設 三十四

の二 
×   

(48) 高度専門医療研

究施設 
三十四

の三 
×   

(49) (1)～ (48)の附帯

施設 
三十五 △ 各特掲事業のために欠

くことのできない通

路、橋、鉄道、軌道、

索道、電線路、水路、

池井、土石の捨場、材

料の置場、職務上常駐

を必要とする職員の詰

所又は宿舎その他の施

設 
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注１「区分」欄の「該当条文」は、土地収用法３条の該当する号を示す。 
注２「適用の有無」欄の印の意味は以下のとおり。 

○印：土地収用法 16 条に規定する事業認定がない場合でも「収用等の課税の特例」の

適用対象となる事業に該当する。 
△印：「備考１」欄に掲げるものに係る事業については当該事業認定がない場合でも

「収用等の課税の特例」の適用対象となる事業に該当し、それ以外のものに係る事

業については当該事業認定がある場合に限り「収用等の課税の特例」の適用対象と

なる事業に該当する。 
×印：当該事業認定がある場合に限り「収用等の課税の特例」の適用対象となる事業に

該当する。 
注３「備考２」は「備考１」を補完的に解説したもの。 
注４「特掲事業」に該当するかどうかは、税務署との事前協議を実施して確認する必要がある。 
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Ⅰ．公益性等の説明事例集 
〇 説明事例一覧 

【説明事例１】（道路）局部的な線形改良事業・現道拡幅事業における公益性の説明に必要 

な材料収集方法や事業計画書の作成について 

【説明事例２】（道路）一部の区間について用地取得が全て完了している場合の起業地縮小 

の例 

【説明事例３】（遊水地）一部区間について工事完了及び用地取得が全て完了している場合

の起業地縮小の例 

【説明事例４】（道路）工区単位等相互の用地取得のスケジュールに大きな差がある事業の 

起業地縮小の例 

【説明事例５】（道路）全体計画区間の取り方 

【説明事例６】（道路）共同申請における事業区分等の説明例 

【説明事例７】（道路）橋梁施工時の作業ヤードの説明例（附帯事業） 

【説明事例８】（道路）工事用道路の説明例（附帯事業） 

【説明事例９】（関連）関連事業の説明例（町道付け替え） 

【説明事例 10】（関連）関連事業の説明例（農業用水路付け替え） 

【説明事例 11】（関連）関連事業の説明例（農道付け替え） 

【説明事例 12】（関連）関連事業の説明例（普通河川付け替え） 

【説明事例 13】（関連）関連事業の説明（右折レーンの設置） 

【説明事例 14】（関連）関連事業の説明（普通河川付け替え） 

【説明事例 15】（道路）構造基準との比較を説明した参考資料の例 

【説明事例 16】（河川）構造基準との比較を説明した参考資料の例 

【説明事例 17】（道路）ランプの設計速度決定の説明例 

【説明事例 18】（道路）バス停車帯設置の説明例 

【説明事例 19】（道路）付加追越車線の説明例  

【説明事例 20】（道路）３種道路における植樹帯設置の説明例 

【説明事例 21】（道路）積雪地域における幅員構成の説明例 

【説明事例 22】（河川）築堤事業における計画諸元の説明例 

【説明事例 23】（遊水地）遊水地事業における計画諸元の説明例 

【説明事例 24】（ダム）ダム事業における計画諸元の説明例 

【説明事例 25】（道路）最小右折車線長よりも短い右折車線を整備する場合の説明例 

【説明事例 26】（道路）４車線以上で整備する交通量があっても２車線で整備する場合の説 

明例 

【説明事例 27】（河川）「多自然川づくり」の観点を踏まえ、部分的に広い川幅を確保して 

整備する場合の説明について 

【説明事例 28】（道路）道路構造における特例値を採用する場合の説明例（最小曲線半径） 

【説明事例 29】（道路）道路構造における特例値を採用する場合の説明例（縦断勾配） 



      

 

【説明事例 30】（道路）道路構造における特例値を採用する場合の説明例（橋梁部及びトン 

ネル部の路肩幅員） 

【説明事例 31】（道路）道路構造における特例値を採用する場合の説明例（中央帯） 

【説明事例 32】（道路）道路構造における特例値を採用する場合の説明例（車線幅員） 

【説明事例 33】（道路）種級区分を１級下とする際の説明例 

【説明事例 34】（道路）交差点部における中央帯等の特例値採用の説明例 

【説明事例 35】（河川）堤防規格を構造令規定値からランクアップする場合の説明例 

【説明事例 36】（道路）道路付属物（換気塔等）を設置する場合の説明例 

【説明事例 37】（道路）非常駐車帯の必要性等の説明例 

【説明事例 38】（道路）休憩施設設置の説明例 

【説明事例 39】（道路）除雪車待避所の設置の説明例 

【説明事例 40】（道路）標準横断勾配についての説明例 

【説明事例 41】（道路）排水側溝断面決定についての説明例 

【説明事例 42】（道路）交差点部の走行性を考慮し中央帯を広く設ける場合の説明例 

【説明事例 43】（道路）交差点改良事業の現道あい路の説明例 

【説明事例 44】（道路）右折車線未設置による交通事故発生状況の説明例 

【説明事例 45】（道路）計画交通量の例 

【説明事例 46】（道路）混雑度があい路となる事業において、起業者が独自調査を行う場合 

の説明例 

【説明事例 47】（道路）混雑緩和を目的とする道路事業における事業効果の説明例 

【説明事例 48】（道路）歩道を整備する事業の公益性の説明例（現道の交通量・道路構造令 

の充足状況） 

【説明事例 49】（道路）歩道を整備する事業の公益性の説明例（交通事故の発生状況） 

【説明事例 50】（道路）歩道を整備する事業の公益性の説明例（通学路の指定） 

【説明事例 51】（道路）片側歩道の設置の説明例 

【説明事例 52】（道路）災害危険箇所の回避を目的とする道路事業のあい路の説明例 

【説明事例 53】（道路）災害危険箇所（落石等）の回避を目的とする事業のあい路の説明例 

【説明事例 54】（道路）防雪柵を設置する事業の公益性の説明例 

【説明事例 55】（道路）現道の線形不良等の説明例 

【説明事例 56】（道路）別線トンネルを施行する場合の説明例 

【説明事例 57】（道路）局部的な線形改良事業・現道拡幅事業の全体計画区間及び公益性に 

ついて 

【説明事例 58】（道路）スマートインターチェンジを整備する事業の公益性について 

【説明事例 59】（河川）堤防整備事業における公益性の説明例 

【説明事例 60】（遊水地）遊水地事業における整備効果の説明例 

【説明事例 61】（ダム）ダム事業における整備効果の説明例 

【説明事例 62】（海岸）海岸事業の公益性の説明例（震災復旧事業） 

【説明事例 63】（砂防）砂防事業の公益性の説明例 



      

 

【説明事例 64】（農道）農道を整備する事業の公益性の説明例 

【説明事例 65】（港湾）臨港道路を整備する港湾事業の公益性の説明例 

【説明事例 66】（鉄道）都市高速鉄道の仮線を設置する附帯事業の公益性・事業計画の説明例 

【説明事例 67】（道路）地域の特性を踏まえた調査項目の選定例 

【説明事例 68】（河川）地域の特性を踏まえた調査項目の選定例 

【説明事例 69】（砂防）地域の特性を踏まえた調査項目の選定例 

【説明事例 70】（道路）自動車排出ガス測定局データ等を活用した大気質の現況把握の説明例 

【説明事例 71】（共通）小規模事業における大気環境・騒音・振動に係る環境調査（近傍類 

似事業における予測データの活用） 

【説明事例 72】（河川）河川水辺の国勢調査を活用した重要種の把握の説明例 

【説明事例 73】（共通）小規模事業における重要な動植物に係る影響調査（重要な動植物が 

存在しない可能性が高い場合の現地調査の省略） 

【説明事例 74】（道路）代替案（事業計画のルート案）比較の説明例 

【説明事例 75】（ダム）ダム事業における代替案比較の説明例 

【説明事例 76】（遊水地）遊水地事業における代替案比較の説明例 

【説明事例 77】（砂防）砂防事業における代替案比較の説明例 

【説明事例 78】（道路）コントロールポイント図の例 

【説明事例 79】（道路）都市計画と事業計画が完全に一致していない場合の説明例 

【説明事例 80】（道路）擁壁設置工事に伴う一時使用地の説明例 

【説明事例 81】（道路）橋梁上部工設置工事及び橋梁下部工設置工事に伴う一時使用地の説 

明例 

【説明事例 82】（道路）トンネル坑口部の収用及び使用の別についての説明例 

 

  



      

 

Ⅱ．事業認定申請書及び事業計画書の事例集 
○ 事例一覧 

【事例１】小規模な交差点改良事業 

【事例２】くいちがい交差の解消を目的とする交差点改良事業 

【事例３】混雑緩和を目的とするバイパス事業 

【事例４】混雑緩和を目的とする小規模な現道拡幅（渋滞長・通過時間） 

【事例５】混雑緩和を目的とする現道拡幅（混雑度等） 

【事例６】歩道を整備する小規模な道路事業 

【事例７】局部的な未整備区間を整備する小規模な道路事業 

【事例８】災害危険箇所の回避を目的とする道路事業 

【事例９】線形改良を目的とする小規模な道路事業 

【事例 10】スマートインターチェンジに接続する道路事業 

【事例 11】防雪を目的とする道路事業 

【事例 12】治水を目的とする小規模な河川事業 

【事例 13】治水を目的とする河川事業 

【事例 14】治水を目的として暫定形状で整備する河川事業（災害等を踏まえ優先的に整備 

する事業） 

【事例 15】治水・利水を目的とする河川事業 

【事例 16】海岸事業 

【事例 17】被災履歴のある砂防事業① 

【事例 18】被災履歴のない砂防事業 

【事例 19】農道整備事業 

【事例 20】都市高速鉄道の仮線を設置する附帯事業 

【事例 21】被災履歴のある砂防事業② 

【事例 22】インターチェンジに接続する道路事業 

【事例 23】高速交通ネットワークの形成を目的とする道路事業 

【事例 24】遊水地事業 

 

  



      

 

Ⅲ．事業認定申請書の添付書類等の様式集 
〇 様式一覧 

【様式１】関連事業に係る施設の本来の管理者と本体事業の起業者との協議書の様式 

【様式２】法４条地の管理者への照会及び意見書の様式 

【様式３】法令制限地の照会及び意見書の様式 

【様式４】法４条地と法令制限地が同一である場合の照会及び意見書の様式 

【様式５】事前説明会の実施状況を記載した書面の様式 

【様式６】手続保留申立書の様式 

【様式７】手続開始の申立書の様式 

※詳細については、以下ＨＰに掲載しております。 

 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_fr_000476.html  

  



      

 
  

おわりに 

 

以上、事業認定申請書に記載する収用の必要性の説明において活用できる事項や事業認

定申請書、添付書類等についての作成上の留意点や参考となる事例を紹介してきました。

紹介した事項のうち法令で具体的な規定がされていないものについては国土交通省土地収

用管理室の考え方を記載しています。これらは各事業認定庁においても参考にされるもの

と思われますが、一方で最終的には各事業認定庁により判断がなされるものであるため、

起業者が事業認定申請を検討するに当たっては、事業認定庁とよく相談しながら検討を進

めることが重要となってきます。 

本手引きの末尾に事業認定庁（事業認定に係る相談窓口）の一覧を記載しますので、土

地収用制度の計画的な活用に向けて、事業認定申請に当たっての不明点等は事業認定庁と

の緊密なコミュニケーションによって早期に解消することが望まれます。 

なお、国土交通省土地収用管理室においては法を所管する立場として、自らが事業認定

庁とはならない事業を施行する起業者からの相談も受け付けています107108。また、国土交

通省ホームページにおいて、平成 16 年度以降の法に基づく事業認定実績（都道府県が事

業認定庁であるものも含む。）を掲載しています109。本手引きに記載のない事項について

照会したい場合や類似案件の検索などに活用してください。 

 

  

 
107 URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_fr_000463.html 
108 今後、相談窓口の運用状況を踏まえて、定期的に必要に応じた本手引きの改訂を行うことを予定。 
109 URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_tk_000007.html 



      

 
  

（参考）事業認定庁（事業認定に係る相談窓口）一覧（令和６年４月現在） 

国土交通大臣（本省）110 

  部局 課 電話番号 ＦＡＸ番号 

国土交通省 不動産・建設経済局 総務課土地収用管理室 03-5253-

8255 

03-5253-

8927 

 

国土交通大臣（地方整備局等） 

  部局 課 電話番号 ＦＡＸ番号 

北海道開発局 開発監理部 用地課 011-709-2311 011-709-

2319 

東北地方整備局 建政部 計画管理課 022-225-2014 022-227-

4459 

関東地方整備局 建政部 計画管理課 048-600-1905 048-600-

1920 

北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 025-370-6571 025-280-

8746 

中部地方整備局 建政部 計画管理課 052-953-8571 052-953-

8605 

近畿地方整備局 建政部 計画管理課 06-6942-1058 06-6942-

3912 

中国地方整備局 建政部 計画管理課 082-511-6177 082-511-

6189 

四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 087-811-8314 087-811-

8414 

九州地方整備局 建政部 計画管理課 092-707-0186 092-476-

3511 

沖縄総合事務局 開発建設部 （収用認定調整官） 098-866-1980 098-861-

9926 

 

都道府県知事 

都道府県  部局 課 係 電話番号 ＦＡＸ番号 

北海道 建設部 総務課 用地指導係 011-204-

5536 

011-232-

4138 

青森県 県土整備部 監理課 用地・土地利用対

策グループ 

017-734-

9638 

017-734-

8178 

岩手県 県土整備部 県土整備企画室 用地担当 019-629-

5858 

019-629-

9130 

宮城県 土木部 用地課 管理指導班 022-211-

3125 

022-211-

3194 

秋田県 建設部 建設政策課 用地班 018-860-

2421 

018-860-

3800 

山形県 県土整備部 県土利用政策課   023-630-

2579 

023-630-

2582 

 
110 平成 30 年４月より土地収用法の事業認定の円滑化に向けた相談窓口を国土交通省不動産・建設経済局総務課

土地収用管理室内に開設しております。相談を希望する際は、所定の様式に必要事項を記載の上、「hqt-
expr03@gxb.mlit.go.jp 」まで、ご送付ください。 



      

 
  

都道府県 

 

部局 課 係 電話番号 ＦＡＸ番号 

福島県 土木部 土木総務課用地室   024-521-

7464 

024-521-

7953 

茨城県 土木部 用地課 用地取得対策・管

理担当 

029-301-

4348 

029-301-

4359 

栃木県 県土整備部 用地課 収用管理担当 028-623-

2496 

028-623-

2494 

群馬県 県土整備部 監理課用地対策室 用地指導係 027-226-

3552 

027-224-

3339 

埼玉県 県土整備部 用地課 土地収用担当 048-830-

5048 

048-830-

4861 

千葉県 県土整備部 用地課企画指導室   043-223-

3349 

043-222-

5875 

東京都 財務局財産

運用部  

管理課 収用担当 03-5388-

2694 

03-5388-

1280 

神奈川県 県土整備局

事業管理部 

用地課 企画指導グループ 045-210-

6145 

045-210-

8878 

新潟県 土木部 用地・土地利用課 土地利用対策係 025-280-

5396 

025-280-

5373 

山梨県 県土整備部 用地課 指導調整担当 055-223-

1675 

055-223-

1694 

長野県 企画振興部 総合政策課 土地対策係 026-235-

7025 

026-235-

7471 

富山県 土木部 管理課 用地指導係 076-444-

3314 

076-444-

4414 

石川県 土木部 監理課用地室   076-225-

1713 

076-225-

1714 

岐阜県 県土整備部 用地課 収用・調整係 058-272-

8507 

- 

静岡県 交通基盤部

建設経済局 

公共用地課   054-221-

3047 

054-221-

3562 

愛知県 建設局土木

部 

用地課 指導・事業認定グ

ループ 

052-954-

6511 

052-972-

6419 

三重県 県土整備部 公共用地課 審査調整班 059-224-

2661 

059-224-

2809 

福井県 土木部 土木管理課 土地利用・管理グ

ループ 

0776-20-

0469 

0776-22-

8164 

滋賀県 土木交通部 監理課用地対策室   077-528-

4123 

077-528-

4902 

京都府 建設交通部 用地課 取得推進係 075-414-

5232 

075-432-

2074 

大阪府 都市整備部 用地課 用地・収用グルー

プ 

06-6944-

9234 

- 

兵庫県 県土整備部

土木部 

用地課 用地補償班 078-341-

7711 

078-362-

4377 

奈良県 県土マネジ

メント部 

用地対策課   0742-27-

7491 

0742-27-

8040 

和歌山県 県土整備部

県土整備政

策局 

用地対策課 用地班 073-441-

3079 

073-433-

5573 



      

 
  

都道府県 

 

部局 課 係 電話番号 ＦＡＸ番号 

鳥取県 県土整備部 県土総務課 用地室 0857-26-

7346 

0857-26-

8190 

島根県 土木部 用地対策課 収用・国土調査ス

タッフ 

0852-22-

6142 

0852-22-

5690 

岡山県 土木部 監理課 収用管理班 086-226-

7464 

086-222-

5070 

広島県 土木建築局 用地課 用地調整グループ 082-513-

3833 

082-223-

3593 

山口県 土木建築部 監理課 用地補償班 083-933-

3655 

083-925-

8862 

徳島県 県土整備部 用地対策課 用地戦略担当 088-621-

2529 

088-621-

2865 

香川県 土木部 土木監理課 収用・用地補償グ

ループ 

087-832-

3518 

087-806-

0220 

愛媛県 土木部土木

管理局 

用地課 収用係 089-912-

2663 

089-912-

2659 

高知県 土木部 用地対策課 用地指導担当 088-823-

9818 

088-823-

9136 

福岡県 県土整備部 用地課 収用係 092-643-

3648 

092-643-

3651 

佐賀県 県土整備部 土地利活用課 用地担当 0952-25-

7154 

0952-25-

7103 

長崎県 土木部 用地課 収用班 095-894-

3123 

095-894-

3465 

熊本県 土木部 用地対策課 収用班 096-333-

2488 

096-387-

4899 

大分県 土木建築部 用地対策課 収用管理班 097-506-

4545 

097-506-

1773 

宮崎県 県土整備部 用地対策課    0985-26-

7174 

0985-26-

7303 

鹿児島県 土木部 監理課用地対策室 収用調整係 099-286-

3503 

099-286-

5618 

沖縄県 土木建築部 用地課 収用班 098-866-

2423 

098-866-

2682 

 


